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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 純資産額の算定にあたり、平成18年９月中間期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計

基準適用指針第８号）を適用しております。 

３ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、第150期中は１株当たり中間純損失であり、ま

た、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

第一部 【企業情報】

回   次 第149期中 第150期中 第151期中 第149期 第150期

会計期間

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

売上高 (百万円) 28,507 28,036 25,140 57,270 57,015

経常利益 (百万円) 1,255 665 642 1,658 1,408

中間(当期)純利益又は 
中間純損失(△)

(百万円) 1,179 △2,516 331 765 252

純資産額 (百万円) 5,112 5,339 7,888 4,795 8,116

総資産額 (百万円) 49,937 48,496 45,675 49,772 49,813

１株当たり純資産額 (円) 76.89 64.69 95.54 72.12 98.35

１株当たり 
中間(当期)純利益又は 
中間純損失(△)

(円) 17.74 △36.51 4.01 11.51 3.35

潜在株式調整後 
１株当たり 
中間(当期)純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 10.2 11.0 17.3 9.6 16.3

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) 1,883 251 △609 4,374 △885

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △685 △205 1,421 363 2,523

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △2,443 1,827 △2,541 △3,180 432

現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高

(百万円) 3,159 7,954 6,436 6,009 8,160

従業員数 
〔外、平均臨時 
雇用者数〕

(名)
488

〔257〕
463

〔215〕
362

〔112〕
461

〔222〕
361

〔160〕



(2) 提出会社の経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 純資産額の算定にあたり、平成18年９月中間期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計

基準適用指針第８号）を適用しております。 

３ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、第150期中は１株当たり中間純損失であり、ま

た、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

回   次 第149期中 第150期中 第151期中 第149期 第150期

会計期間

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

売上高 (百万円) 25,194 24,457 22,087 51,052 48,507

経常利益 (百万円) 1,136 336 393 1,391 831

中間(当期)純利益又は 
中間純損失(△)

(百万円) 1,024 △2,542 241 595 324

資本金 (百万円) 3,324 4,824 4,824 3,324 4,824

発行済株式総数 (株) 66,493,668 82,538,203 82,538,203 66,493,668 82,538,203

純資産額 (百万円) 5,826 5,725 8,314 5,344 8,500

総資産額 (百万円) 42,047 38,107 35,662 37,566 39,084

１株当たり純資産額 (円) 87.62 69.38 100.74 80.39 103.00

１株当たり 
中間(当期)純利益又は 
中間純損失(△)

(円) 15.40 △36.88 2.92 8.95 4.30

潜在株式調整後 
１株当たり 
中間(当期)純利益

(円) ― ― ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 13.9 15.0 23.3 14.2 21.7

従業員数 
〔外、平均臨時 
雇用者数〕

(名)
164
〔93〕

156
〔69〕

58
〔16〕

158
〔63〕

55
〔17〕



２ 【事業の内容】 

当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容につい

て、重要な変更はありません。 

  

３【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、当社グループは、燃料事業に係る連結子会社松島ライン興業㈱を平成18

年９月28日付で清算いたしました。 

 また、燃料事業に係る連結子会社MITSUI MATSUSHIMA INTERNATIONAL PTY.LTD.において株式取得(20％)

により、PT SEPARI ENERGY(インドネシアにおいて石炭鉱山の開発及び管理業務を行っております。)、

CARBON FUEL TRADING LIMITED、VIEWELL CORPORATION LIMITED並びにPACIFIC ENERGY RESOURCES PTE LTD

(石炭の販売業務を行っており、一部を当社へ販売しております。)の４社を新たに持分法適用関連会社と

しております。 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成18年９月30日現在 

 
(注) １ 従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出

向者を含む就業人員であります。 

２ 従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員の当中間連結会計期間の平均雇用人員を外数で記載しております。 

３ 臨時従業員には、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成18年９月30日現在 

 
(注) １ 従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社へ出向者を含む就業人員であります。 

２ 従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員の当中間会計期間の平均雇用人員を外数で記載しております。 

３ 臨時従業員には、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。 

  

(3) 労働組合の状況 

特記すべき事項はありません。 

  

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名)

燃料事業 104〔 5〕

建機材事業 79〔 37〕

不動産事業 6〔  1〕

スーパー事業 32〔 60〕

その他事業 111〔 2〕

全社(共通) 30〔 7〕

合計 362〔112〕

従業員数(名) 58〔 16〕



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間におけるわが国の経済は、設備投資と個人消費を両輪とする民需を主体として緩

やかな景気回復が持続したものの、減少傾向が続く公共投資および原油価格高騰などの影響も大きく、

先行きの不透明感を払拭するまでには至りませんでした。 

 このような経済環境下におきまして、当社グループでは、各事業部門の営業力を結集して売上高の増

加と収益力の強化を図り、全社を挙げて業績の向上に取り組んでまいりました。 

 しかしながら、当中間連結会計期間におきましては、売上高は25,140百万円と前年同期比2,895百万

円(10.3％)の減収となりました。収益面では、収益力の強化に努めました結果、営業利益が945百万円

と前年同期比３百万円（0.4％）の増益となりましたが、為替差損49百万円が発生したことから、経常

利益では642百万円と前年同期比23百万円（3.5％）の減収となりました。 

 また、中間純利益は投資有価証券売却益115百万円や貸倒引当金戻入益155百万円などを特別利益に計

上しましたが、投資有価証券評価損112百万円や役員退職慰労金106百万円などを特別損失に計上しまし

た結果331百万円となり、前中間連結会計期間において減損損失3,157百万円を特別損失に計上していた

ことから、前年同期比2,847百万円の増益となりました。 

  

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

  

①燃料事業 

 燃料事業におきましては、オーストラリア・リデル炭、インドネシア炭など海外炭の積極的な営業

活動に努めましたが、売上高は13,882百万円と前年同期比64百万円（0.5％）の減収となり、営業利益

は935百万円と前年同期比251百万円（21.2％）の減益となりました。 

②建機材事業 

 建機材事業におきましては、厳しい状況が続く建設業界の中で、東京地区での生コン販売を中心に

利益率の向上に努めましたが、売上高は9,428百万円と前年同期比123百万円(1.3％)の減収となり、営

業利益は18百万円と前年同期比16百万円（47.6％）の減益となりました。 

③不動産事業 

 不動産事業におきましては、当社所有の賃貸物件の空室戸数減少に努めましたが、売上高は350百万

円と前年同期比36百万円（9.4％）の減収となり、営業利益は９百万円と前年同期比60百万円

（86.1％）の減益となりました。 

④スーパー事業 

 スーパー事業におきましては、福岡地区からの撤退と長崎地区への集約により、地域に密着した販

売に徹しながら利益率確保に努めましたが、売上高は990百万円と前年同期比1,389百万円(58.4％)の

減収となり、15百万円の営業損失（前年同期は96百万の営業損失）となりました。 

⑤その他事業 

 その他事業におきましては、国策である「炭鉱技術移転５ヵ年計画」に沿った研修事業を実施して

おり、売上高は488百万円と前年同期比21百万円(4.2％)の減収となり、５百万円の営業損失（前年同

期は２百万円の営業損失）となりました。 

  



所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

 なお、前中間連結会計期間において所在地別セグメント情報を記載していないため、前年同期比較

は行っておりません。 

  

①日本 

 事業の種類別セグメントの業績に記載のとおり、市場及び事業の種類別に状況は異なりますが、売

上高は23,609百万円となり、４百万円の営業損失となりました。 

②オセアニア 

 オーストラリア・リデル炭の販売活動により、売上高は1,531百万円、営業利益は942百万円となり

ました。 

③その他 

 その他地域においては、売上高の計上はなく、営業損失０百万円となりました。 

  

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間のキャッシュ・フローについては、営業活動により609百万円減少し、投資活動

により1,421百万円増加し、財務活動により2,541百万円減少となりました。 

 この結果、現金及び現金同等物の期末残高は6,436百万円となり、前年同期比1,517百万円（19.1％）

の減少となりました。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益691百万円に減価償却費200百万円、

投資有価証券評価損112百万円及び役員退職慰労金106百万円を加算し、未払消費税等の増加273百万

円、その他（前受金等）の増加313百万円がありましたものの、引当金増減額280百万円を減算、売上債

権の増加244百万円、仕入債務の減少247百万円、訴訟関連損失の支払額984百万円及び法人税等の支払

額554百万円がありましたこと等により609百万円の減少となり、前同期比861百万円（342.1％）の減少

となりました。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入542百万円及び連結子会社株式

の売却による収入が858百万円がありましたこと等により1,421百万円の増加となり、前年同期比1,626百

万円（―％）の増加となりました。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の純額返済2,366百万円及び社債の償還による支

出100百万円がありましたこと等により2,541百万円の減少となり、前年同期比4,369百万円（239.0％）

の減少となりました。 

 

以上の活動の結果に、現金及び現金同等物に係る換算差額を加えた結果、現金及び現金同等物の期末残

高は6,436百万円となりました。 

  

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

前連結会計年度まで区分しておりました光コンポーネント事業は、同年末において同事業に係る連結

子会社の全株式の譲渡により除外しましたので、当中間連結会計期間より区分しておりません。 

  

(1) 生産実績 

当中間連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりでありま

す。 
  

 
(注) １ 金額は、製造原価によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 受注状況 

当中間連結会計期間における受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりでありま

す。 
  

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(3) 販売実績 

当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりでありま

す。 
  

 
(注) １ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２ 主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。 

なお、前中間連結会計期間については、総販売実績に対する割合が10％未満のため、記載を省略しておりま

す。 

 
３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円) 前年同期比(％)

燃料事業 1,764 1.3

建機材事業 464 4.2

合計 2,228 △38.0

事業の種類別セグメントの名称 受注高(百万円) 前年同期比(％) 受注残高(百万円) 前年同期比(％)

建機材事業 1,375 68.2 1,167 133.7

合計 1,375 △34.2 1,167 △4.8

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円) 前年同期比(％)

燃料事業 13,882 △ 0.5

建機材事業 9,428 △ 1.3

不動産事業 350 △ 9.4

スーパー事業 990 △58.4

その他事業 488 △ 4.2

合計 25,140 △10.3

相手先 販売高(百万円) 割合(％)

ＳＭＣ商事㈱ 3,353 13.3

台湾電力公司 2,827 11.2



３ 【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が対処すべき課題に重要な変更

及び新たに生じた課題はありません。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等はありません。 

  

５ 【研究開発活動】 

該当事項はありません。 

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

  

  重要な設備の新設等 

当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設の計画は、次のとおりであります。 

 
（注）上記の金額は、ジョイントベンチャーの設備予定額に同社の持分比率(32.5%)を乗じた金額であります。 

なお、上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

  

会社名
事業所名  
（所在地）

事業の種類

別セグメン

トの名称

設備の内容

投資予定額 

(百万A$) 資金調達 
方法

着手  
年月日

完了  
年月日

完成後の

増加能力
総額 既支払額

MITSUI 
MATSUSHIMA 
AUSTRALIA 
PTY.LTD.

リデル炭鉱 
(オーストラリア)

燃料事業 選炭設備他 29 ― 増資資金
平成18年 
9月

平成19年 
12月

50％



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
（注） 提出日現在の発行数には、平成18年12月1日からこの半期報告書提出日までの新株予約権付社債の権利行使に

より発行された株式数は、含まれておりません。 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 150,000,000

計 150,000,000

種類
中間会計期間末現在発行数(株) 

(平成18年９月30日)
提出日現在発行数(株)
(平成18年12月22日)

上場証券取引所名又 
は登録証券業協会名

内容

普通株式 82,538,203 82,538,203
東京証券取引所
(市場第一部)
福岡証券取引所

―

計 82,538,203 82,538,203 ― ―



(2) 【新株予約権等の状況】 

  
 当社は、会社法に基づき新株予約権付社債を発行しております。 

 
(注) １ 本新株予約権付社債の残高を発行価格で除して得られる最大整数で表示しております。  

２ (1) 本新株予約権付社債の行使により交付する、当社普通株式の数を算定するにあたり用いられる１株当た

りの額(以下「転換価額」という。)は、当初154円とする。 

  (2) 転換価額の修正 

本新株予約権付社債の発行後、毎月第３金曜日(以下「決定日」という。)の翌取引日以降、転換価額

は、決定日まで(当日を含む。)の３連続取引日(ただし、終値(気配表示を含む。)のない日は除き、決定

日が取引日でない場合には、決定日の直前の取引日までの３連続取引日とする。以下「時価算定期間」

という。)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)

の平均値の90％に相当する金額(円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を切り捨てる。以下

「決定日価額」という。)に修正される。なお、時価算定期間内に、転換価額の調整事由が生じた場合に

は、修正後の転換価額は、当社が適当と判断する金額に調整される。ただし、かかる算出の結果、決定

日価額が77円(ただし、下記(3)による調整を受ける。以下「下限転換価額」という。)を下回る場合に

は、修正後の転換価額は下限転換価額とし、決定日価額が231円(ただし、下記(3)による調整を受ける。

以下「上限転換価額」という。)を上回る場合には、修正後の転換価額は上限転換価額とする。 

 (3) 転換価額の調整 

当社は、本新株予約権付社債の発行後、時価を下回る払込金額をもっての当社普通株式の交付、株式分

割または無償割当てによる当社普通株式の発行等の事由により当社普通株式数に変更を生じる場合また

は変更を生ずる可能性がある場合は、次に定める算式をもって転換価額を調整する。 

中間会計期間末現在
(平成18年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成18年11月30日)

新株予約権の数 ――― 30 個

新株予約権の目的となる株式の種類 ――― 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 （注１） ―――  23,364,485 株    

新株予約権の行使時の払込金額  （注２） ――― 128.40 円

新株予約権の行使期間 ―――
 平成18年11月１日～ 
  平成20年10月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額  （注３）

―――
発行価格  128.40 円 
資本組入額   65 円

新株予約権の行使の条件 ―――
各本新株予約権の一部行使は
できない。

新株予約権の譲渡に関する事項 ―――

会社法第254条第２項本文及
び第３項本文の定めにより本
社債または本新株予約権のう
ち一方のみを譲渡することは
できない。

代用払込みに関する事項 ―――

本新株予約権の行使に際して
出資される財産は、当該本新
株予約権に係る本社債とし、
当該本社債の価額はその払込
金額と同額とする。

新株予約権付社債の残高 ――― 3,000 百万円

交付普通
株式数

×
１株あたりの 
払込金額

既発行  
普通株式数

＋

調整後転換価額 ＝調整前転換価額 ×
時  価

既発行普通株式数＋交付普通株式数



３ 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第40条の定めるとこ

ろに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とする。(計算の結果、１円未満の端数を生ず

る場合は、その端数を切り上げるものとする。) 

  

  

(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

 
  

  

(4) 【大株主の状況】 

平成18年９月30日現在 

 
(注) 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社        577千株 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社  1.090千株 

  

年月日

発行済株式 

総数増減数 

（千株）

発行済株式 

総数残高 

（千株）

資本金増減額 

（百万円）

資本金残高 

（百万円）

資本準備金 

増減額 

（百万円）

資本準備金 

残高 

（百万円）

平成18年９月30日 ― 82,538 ― 4,824 ― 2,472

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１－２－１０ 3,439 4.17

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町１－１－２ 3,318 4.02

株式会社親和銀行 長崎県佐世保市島瀬町１０－１２ 3,268 3.96

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内１－４－５ 2,677 3.24

九州電力株式会社 福岡市中央区渡辺通２－１－８２ 1,500 1.82

日本化成株式会社 東京都新宿区西新宿６－５－１ 1,450 1.76

株式会社西日本シティ銀行 福岡市博多区博多駅前３－１－１ 1,200 1.45

日本マスタートラスト 
信託銀行株式会社

東京都港区浜松町２－１１－３ 1,090 1.32

三井住友海上火災保険株式会社 東京都中央区新川２－２７－２ 800 0.97

松井証券株式会社 東京都千代田区麹町１－４ 698 0.85

計 ― 19,440 23.55



(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成18年９月30日現在 

 
(注) １ 「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が8,000株（議決権８個）

含まれております。 

２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式289株が含まれております。 

  

② 【自己株式等】 

平成18年９月30日現在 

 
  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

  

 
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までの役員の異動はありません。 

区 分 株式数 (株) 議決権の数 (個) 内 容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）

普通株式      14,000  
― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 82,418,000 82,418 ―

単元未満株式 普通株式   106,203 ― ―

発行済株式総数 82,538,203 ― ―

総株主の議決権 ― 82,418 ―

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義
所有株式数 
(株)

他人名義
所有株式数 
(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

(自己保有株式)
三井松島産業株式会社

福岡市中央区大手門 
一丁目１番12号

14,000 ― 14,000 0.02

計 ― 14,000 ― 14,000 0.02

月別 平成18年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高(円) 235 214 180 170 192 179

最低(円) 206 171 125 126 139 150



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11

年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

 なお、前中間連結会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)は改正前の中間連結財務諸

表規則に基づき、当中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は改正後の中間連

結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵

省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

 なお、前中間会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)は改正前の中間財務諸表等規則

に基づき、当中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は改正後の中間財務諸表等規

則に基づいて作成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間(平成17年４月１日から平成17年

９月30日まで)及び前中間会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)の中間連結財務諸表及

び中間財務諸表については、中央青山監査法人により中間監査を受け、当中間連結会計期間(平成18年４

月１日から平成18年９月30日まで)及び当中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の

中間連結財務諸表及び中間財務諸表については、みすず監査法人により中間監査を受けております。 

 なお、従来から当社が監査証明を受けている中央青山監査法人は、平成18年９月１日に名称を変更し、

みすず監査法人となりました。 

  



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

 
  

前中間連結会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 ※２ 8,749 7,278 9,106

 ２ 受取手形及び売掛金
※２ 
５

9,654 10,192 9,799

 ３ 有価証券 ※２ ― 15 15

 ４ たな卸資産 757 407 447

 ５ その他 1,277 1,100 2,880

   貸倒引当金 △212 △25 △119

流動資産合計 20,226 41.7 18,967 41.5 22,128 44.4

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物及び構築物
※１ 
 ２

3,930 3,635 3,658

  (2) 機械装置及び運搬具
※１ 
 ２

1,257 716 774

  (3) 土地 ※２ 16,564 16,478 16,481

  (4) その他 ※１ 139 21,892 110 20,941 110 21,023

 ２ 無形固定資産 731 675 703

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 ※２ 5,086 4,654 5,525

  (2) その他 1,035 821 956

   貸倒引当金 △515 5,606 △409 5,065 △562 5,920

固定資産合計 28,229 58.2 26,682 58.4 27,647 55.5

Ⅲ 繰延資産 39 0.1 26 0.1 36 0.1

資産合計 48,496 100.0 45,675 100.0 49,813 100.0



 
  

前中間連結会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形及び買掛金 ※５ 6,544 7,139 7,391

 ２ 短期借入金 ※２ 9,233 8,224 8,696

 ３ １年以内償還社債 ※２ 1,400 180 240

 ４ 未払法人税等 203 214 433

 ５ 賞与引当金 84 56 55

 ６ その他 1,440 1,444 2,154

流動負債合計 18,905 39.0 17,258 37.8 18,971 38.1

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 ※２ 1,940 2,160 2,200

 ２ 長期借入金 ※２ 18,162 16,240 18,218

 ３ 再評価に係る 
   繰延税金負債

177 180 180

 ４ 繰延税金負債 542 265 506

 ５ 退職給付引当金 932 854 880

 ６ 特別修繕引当金 7 10 9

 ７ 国内炭事業 
   整理損失引当金

231 173 182

 ８ 訴訟損失引当金 1,700 ― ―

 ９ その他 530 644 529

固定負債合計 24,224 49.9 20,528 44.9 22,707 45.6

負債合計 43,130 88.9 37,787 82.7 41,679 83.7

(少数株主持分)

   少数株主持分 26 0.1 ― ― 16 0.0

(資本の部)

Ⅰ 資本金 4,824 9.9 ― ― 4,824 9.7

Ⅱ 資本剰余金 2,472 5.1 ― ― 2,472 5.0

Ⅲ 利益剰余金 △2,509 △5.2 ― ― 241 0.5

Ⅳ 土地再評価差額金 △371 △0.7 ― ― △374 △0.8

Ⅴ その他有価証券 
  評価差額金

891 1.8 ― ― 876 1.7

Ⅵ 為替換算調整勘定 33 0.1 ― ― 79 0.2

Ⅶ 自己株式 △2 △0.0 ― ― △2 △0.0

資本合計 5,339 11.0 ― ― 8,116 16.3

負債、少数株主持分 
及び資本合計

48,496 100.0 ― ― 49,813 100.0



 
  

前中間連結会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 ― 4,824 ―

 ２ 資本剰余金 ― 2,472 ―

 ３ 利益剰余金 ― 573 ―

 ４ 自己株式 ― △2 ―

   株主資本合計 ― ― 7,867 17.2 ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

― 380 ―

 ２ 繰延ヘッジ損益 ― 5 ―

 ３ 土地再評価差額金 ― △374 ―

 ４ 為替換算調整勘定 ― 6 ―

   評価・換算差額等 
   合計

― ― 17 0.1 ― ―

Ⅲ 少数株主持分 ― ― 3 0.0 ― ―

純資産合計 ― ― 7,888 17.3 ― ―

負債純資産合計 ― ― 45,675 100.0 ― ―



② 【中間連結損益計算書】 

  

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 28,036 100.0 25,140 100.0 57,015 100.0

Ⅱ 売上原価 25,688 91.6 23,057 91.7 52,231 91.6

売上総利益 2,348 8.4 2,083 8.3 4,784 8.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費

 １ 建材配送運賃・口銭 54 45 112

 ２ 広告宣伝費 26 5 47

 ３ 人件費 578 494 1,200

 ４ 福利厚生費 97 80 202

 ５ 減価償却費 27 38 91

 ６ その他の販売費 
   及び一般管理費

622 1,406 5.0 473 1,138 4.5 1,251 2,905 5.1

     営業利益 941 3.4 945 3.8 1,878 3.3

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 33 48 80

 ２ 受取配当金 12 12 106

 ３ 為替差益 32 ― 52

 ４ 持分法による投資利益 ― ― 1

 ５ その他の営業外収益 30 109 0.4 39 100 0.4 43 284 0.5

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 282 243 542

 ２ 為替差損 ― 49 ―

 ３ 持分法による投資損失 0 1 ―

 ４ その他の営業外費用 102 385 1.4 109 404 1.6 212 754 1.3

     経常利益 665 2.4 642 2.6 1,408 2.5

Ⅵ 特別利益

 １ 固定資産売却益 ※１ 2 0 3

 ２ 投資有価証券売却益 142 115 419

 ３ 関係会社株式売却益 ― ― 3,579

 ４ 貸倒引当金戻入益 17 155 62

 ５ 事業譲渡益 ― 162 0.5 7 279 1.1 64 4,129 7.2

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産売却損 ※２ ― ― 2

 ２ 固定資産除却損 ※３ 9 0 44

 ３ 投資有価証券評価損 ― 112 ―

 ４ 訴訟関連損失 ― ― 1,505

 ５ 役員退職慰労金 151 106 151

 ６ 減損損失 ※４ 3,157 ― 3,157

 ７ 災害損失 ― 10 3

 ８ その他の特別損失 109 3,428 12.2 ― 230 0.9 167 5,032 8.8

  税金等調整前中間(当期) 
  純利益又は税金等調整 
  前中間純損失(△)

△2,600 △9.3 691 2.8 504 0.9

  法人税、住民税及び事業税 338 359 686

  法人税等調整額 △420 △81 △0.3 13 373 1.5 △422 263 0.5

  少数株主損失 1 0.0 13 0.0 11 0.0

  中間(当期)純利益 
  又は中間純損失(△)

△2,516 △9.0 331 1.3 252 0.4



③ 【中間連結剰余金計算書】 

  

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度の
連結剰余金計算書

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円)

（資本剰余金の部）

Ⅰ 資本剰余金期首残高 972 972

Ⅱ 資本剰余金増加高

   新株予約権の行使による 

   増加
1,499 1,499 1,499 1,499

Ⅲ 資本剰余金中間期末(期末)
  残高

2,472 2,472

（利益剰余金の部）

Ⅰ 利益剰余金期首残高 △681 △681

Ⅱ 利益剰余金増加高

 １ 当期純利益 ― 252

 ２ 土地再評価差額金取崩 
   に伴う利益剰余金増加額

688 688 688 940

Ⅲ 利益剰余金減少高

 １ 中間純損失 2,516 ―

 ２ オーストラリア会計基準  

   変更による剰余金減少額
― 2,516 17 17

Ⅳ 利益剰余金中間期末(期末)
  残高

△2,509 241



④ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

 
  

  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高 

(百万円)
4,824 2,472 241 △2 7,536

中間連結会計期間中の変動額

 中間純利益 331 331

 自己株式の取得 △0 △0

 株主資本以外の項目の中間  

 連結会計期間中の変動額 

 (純額)

中間連結会計期間中の変動額 

合計(百万円)
― ― 331 △0 331

平成18年９月30日残高  

(百万円)
4,824 2,472 573 △2 7,867

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計その他 

有価証券 

評価差額金

繰延ヘッジ 

損益

土地再評価 

差額金

為替換算 

調整勘定

評価・換算 

差額等合計

平成18年３月31日残高    

(百万円)
876 ― △374 79 580 16 8,133

中間連結会計期間中の変動額

 中間純利益 331

 自己株式の取得 △0

 株主資本以外の項目の中間 

 連結会計期間中の変動額 

 (純額)

△496 5 ― △72 △562 △13 △576

中間連結会計期間中の変動額 

合計(百万円)
△496 5 ― △72 △562 △13 △245

平成18年９月30日残高  

(百万円)
380 5 △374 6 17 3 7,888



⑤ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日

至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日)

前連結会計年度の

要約連結キャッシュ・

フロー計算書

(自 平成17年４月１日

至 平成18年３月31日)

区分
注記 

番号
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税金等調整前中間(当期)純利益 

   又は税金等調整前中間純損失(△)
△ 2,600 691 504

   減価償却費 310 200 605

   減損損失 3,157 ― 3,157

   貸倒引当金の増減額(減少:△) ― △246 △62

   退職給付引当金 

   の増減額(減少:△)
― △26 △14

   国内炭事業整理損失引当金 

   の増減額(減少:△)
△7 △9 △55

   その他引当金の増減額(減少:△) △ 40 1 2

   受取利息及び受取配当金 △ 45 △61 △186

   支払利息 282 243 542

   為替差損益(差益:△) △ 63 16 △19

   投資有価証券売却損益(利益:△) △ 142 △115 △419

   関係会社株式売却損益(利益:△) ― ― △3,579

   事業譲渡損益(利益:△) ― △7 △64

   投資有価証券評価損 ― 112 ―

   有形固定資産売却損益(利益:△) △ 2 △0 △0

   役員退職慰労金 151 106 151

   災害損失 ― 10 3

   訴訟関連損失 ― ― 1,505

   売上債権の増減額(増加:△) 729 △244 △24

   たな卸資産の増減額(増加:△) △ 73 37 △265

   仕入債務の増減額(減少:△) △ 1,000 △247 345

   未払消費税等の増減額(減少:△) ― 273 ―

   その他 360 314 236

    小計 1,015 1,049 2,360

   利息及び配当金の受取額 46 153 187

   利息の支払額 △ 230 △233 △480

   役員退職慰労金の支払額 △ 173 △28 △173

   災害損失の支払額 ― △10 △16

   訴訟関連損失の支払額 ― △984 △2,090

   法人税等の支払額 △ 406 △554 △537

   その他 ― ― △135

   営業活動による 

   キャッシュ・フロー
251 △609 △885

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   有形及び無形固定資産の 

   取得による支出
△ 111 △99 △275

   有形及び無形固定資産の 

   売却による収入
191 4 264

   投資有価証券の取得による支出 △ 1,044 △0 △1,584

   投資有価証券の売却による収入 704 542 745

   貸付けによる支出 △ 3 △7 △356

   貸付金の回収による収入 59 3 63

   連結範囲の変更を伴う 

   子会社株式の売却による収入
― 858 3,599

   事業譲渡による収入 ― 17 131

   その他 △0 102 △65

   投資活動による 

   キャッシュ・フロー
△ 205 1,421 2,523



 

  

前中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日

至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日)

前連結会計年度の

要約連結キャッシュ・

フロー計算書

(自 平成17年４月１日

至 平成18年３月31日)

区分
注記 

番号
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   短期借入れによる収入 5,326 3,585 7,714

   短期借入金の返済による支出 △ 4,885 △3,660 △7,708

   長期借入れによる収入 1,685 396 4,185

   長期借入金の返済による支出 △ 2,964 △2,762 △5,514

   社債の発行による収入 3,767 ― 4,156

   社債の償還による支出 △ 1,100 △100 △2,400

   その他 △0 △0 △0

   財務活動による 

   キャッシュ・フロー
1,827 △2,541 432

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 

  換算差額
69 5 80

Ⅴ 現金及び現金同等物の

  増減額(減少:△)
1,944 △1,724 2,150

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 6,009 8,160 6,009

Ⅶ 現金及び現金同等物の 

  中間期末(期末)残高
7,954 6,436 8,160



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  
前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数  13社

 主要な連結子会社名は、松島
建設工業株式会社、株式会社松
島電機製作所、松島炭鉱株式会
社、MITSUI  MATSUSHIMA 
AUSTRALIA PTY.LTD.である。

１ 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数  12社

 主要な連結子会社名は、松島
建設工業株式会社、株式会社松
島電機製作所、松島炭鉱株式会
社、MITSUI  MATSUSHIMA 
AUSTRALIA  PTY.LTD.でありま
す。
 なお、当中間連結会計期間に
おいて、松島ライン興業株式会
社は、会社清算(平成18年９月
28日付)により連結子会社から
除外しております。

１ 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数  13社

 主要な連結子会社名は、松島
建設工業株式会社、株式会社松
島電機製作所、松島炭鉱株式会
社、MITSUI  MATSUSHIMA 
AUSTRALIA  PTY.LTD.でありま
す。
 なお、当連結会計年度におい
て、当社の会社分割(平成18年
２月１日付)により設立した連
結子会社松島光コンポーネント
株式会社は、株式売却(平成18
年３月31日付)により連結子会
社から除外しております。

 (2) 主要な非連結子会社名

 該当なし。

 (2) 主要な非連結子会社名

   該当事項はありません。

 (2) 主要な非連結子会社名

同左

２ 持分法の適用に関する事項

持分法適用の関連会社数 ２社

   主要な会社は、大島鋼板加工

株式会社である。

２ 持分法の適用に関する事項

持分法適用の関連会社数 ６社

  主要な会社は、大島鋼板加工

株式会社、PT SEPARI ENERGYで

あります。
  なお、当中間連結会計期間よ
り株式の追加取得を行い、PT 
SEPARI  ENERGY、CARBON  FUEL 
TRADING  LIMITED、VIEWELL 
CORPORATION  LIMITED 並 び に
PACIFIC ENERGY RESOURCES PTE 
LTDの４社を新たに含めており
ます。

２ 持分法の適用に関する事項

持分法適用の関連会社数 ２社

   主要な会社は、大島鋼板加工

株式会社であります。

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項

  連結子会社のうち、MITSUI 

MATSUSHIMA  AUSTRALIA  PTY. 

LTD.、MITSUI MATSUSHIMA CANADA 

LTD.、AUSTRALIAN AUGER MINING 

PTY.LTD.並 び に MITSUI 

MATSUSHIMA  INTERNATIONAL 

PTY.LTD.の中間決算日は平成17年

６月30日である。中間連結財務諸

表を作成するに当たっては同日現

在の中間財務諸表を使用し、中間

連結決算日との間に生じた重要な

取引については連結上必要な調整

を行っている。

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項

  連結子会社のうち、MITSUI 

MATSUSHIMA  AUSTRALIA  PTY. 

LTD.、MITSUI MATSUSHIMA CANADA 

LTD.、AUSTRALIAN AUGER MINING 

PTY.LTD.並 び に MITSUI 

MATSUSHIMA  INTERNATIONAL 

PTY.LTD.の中間決算日は平成18年

６月30日であります。中間連結財

務諸表を作成するに当たっては同

日現在の中間財務諸表を使用し、

中間連結決算日との間に生じた重

要な取引については連結上必要な

調整を行っております。

３ 連結子会社の事業年度等に関

 する事項

  連結子会社のうち、MITSUI 

MATSUSHIMA  AUSTRALIA  PTY. 

LTD.、MITSUI MATSUSHIMA CANADA 

LTD.、AUSTRALIAN AUGER MINING 

PTY.LTD.並 び に MITSUI 

MATSUSHIMA  INTERNATIONAL 

PTY.LTD.の決算日は平成17年12月

31日であります。連結財務諸表を

作成するに当たっては同日現在の

財務諸表を使用し、連結決算日と

の間に生じた重要な取引について

は連結上必要な調整を行っており

ます。

４ 会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法

①有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

…中間連結決算末日の市場

価格等に基づく時価法

（評価差額は、全部資本

直入法により処理し、売

却原価は、総平均法によ

り算定）

時価のないもの

…総平均法による原価法

４ 会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法

①有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

…中間連結決算末日の市場

価格等に基づく時価法

（評価差額は、全部純資

産直入法により処理し、

売却原価は、総平均法に

より算定）

時価のないもの

…同左

４ 会計処理基準に関する事項

 (1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法

  ①有価証券

   その他有価証券

    時価のあるもの

    …連結決算期末日の市場価

格等に基づく時価法（評

価差額は、全部資本直入

法により処理し、売却原

価は総平均法により算

定）

    時価のないもの

…同左



  
前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

  ②デリバティブ

…時価法

  ②デリバティブ

…同左

  ②デリバティブ

…同左

  ③たな卸資産

販売用不動産、買入炭

……個別法による原価法

商品……主として、売価還元

原価法

製品……主として、総平均法

による原価法

   原材料、仕掛品、貯蔵品

     ……移動平均法による原

価法

  ③たな卸資産

販売用不動産、買入炭

  ……同左

商品……同左

製品……同左

   原材料、仕掛品、貯蔵品

     ……同左

③たな卸資産

販売用不動産、買入炭

  ……同左

商品……同左

製品……同左

   原材料、仕掛品、貯蔵品

     ……同左

(2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法

  ①有形固定資産
 建物(建物附属設備を除く)
については、主として定額法
によっている。なお、連結子
会社の保有する機械装置及び
器具備品の一部については、
定額法によっている。その他
の有形固定資産については、
主として定率法によってい
る。
 なお、主な耐用年数は以下
のとおりである。

   建物及び構築物

    ………３～50年

   機械装置及び運搬具

    ………３～17年

(2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法

  ①有形固定資産
 建物(建物附属設備を除く)
については、主として定額法
によっております。なお、連
結子会社の保有する機械装置
及び器具備品の一部について
は、定額法によっておりま
す。その他の有形固定資産に
ついては、主として定率法に
よっております。
 なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。

   建物及び構築物

    ………３～50年

   機械装置及び運搬具

    ………３～17年

(2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法

  ①有形固定資産
同左

  ②無形固定資産

 定額法を採用している。 

 
 なお、自社利用のソフトウ
ェアについては、社内におけ
る利用可能期間(５年)に基づ
く定額法を採用している。

  ②無形固定資産

 定額法を採用しておりま

す。
 なお、自社利用のソフトウ
ェアについては、社内におけ
る利用可能期間(５年)に基づ
く定額法を採用しておりま
す。

  ②無形固定資産
同左

(3) 重要な繰延資産の処理方法

社債発行費
 商法施行規則の規定により
最長期間(３年)で毎期均等額
償却

(3) 重要な繰延資産の処理方法

社債発行費
 ３年で毎期均等額償却

(3) 重要な繰延資産の処理方法

社債発行費
 商法施行規則の規定により
最長期間(３年)で毎期均等額
償却 
 なお、第１回無担保転換社
債型新株予約権付社債につい
ては、当連結会計年度におい
て全て転換しましたので全額
費用処理しております。

 (4) 重要な引当金の計上基準

  ①貸倒引当金
    債権の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権につい
ては貸倒実績率により、貸倒
懸念債権等特定の債権につい
ては個別に回収可能性を検討
し、回収不能見込額を計上し
ている。

 (4) 重要な引当金の計上基準 

  ①貸倒引当金
 債権の貸倒れによる損失に
備えるため、一般債権につい
ては貸倒実績率により、貸倒
懸念債権等特定の債権につい
ては個別に回収可能性を検討
し、回収不能見込額を計上し
ております。

 (4) 重要な引当金の計上基準 

  ①貸倒引当金

同左

  ②賞与引当金

    従業員に対して支給する賞

与の支出に充てるため、将来

の支給見込額のうち当中間連

結会計期間の負担額を計上し

ている。

  ②賞与引当金

 従業員に対して支給する賞

与の支出に充てるため、将来

の支給見込額のうち当中間連

結会計期間の負担額を計上し

ております。

  ②賞与引当金
    従業員に対して支給する賞

与の支出に充てるため、将来
の支給見込額のうち当連結会
計年度の負担額を計上してお
ります。



 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

  ③退職給付引当金
    従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末にお
ける退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき、当中間
連結会計期間末において発生
していると認められる額を計
上している。

    数理計算上の差異について
は、各連結会計年度の発生時
の従業員の平均残存勤務期間
以内の一定の年数(５年)によ
る按分額をそれぞれ発生の翌
連結会計年度から費用処理し
ている。

  ③退職給付引当金
 従業員の退職給付に備える
ため、当連結会計年度末にお
ける退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき、当中間
連結会計期間末において発生
していると認められる額を計
上しております。
 数理計算上の差異について
は、各連結会計年度の発生時
の従業員の平均残存勤務期間
以内の一定の年数(５年)によ
る按分額をそれぞれ発生の翌
連結会計年度から費用処理し
ております。

  ③退職給付引当金
   従業員の退職給付に備える
ため、当連結会計年度末にお
ける退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上して
おります。

   数理計算上の差異について
は、各連結会計年度の発生時
の従業員の平均残存勤務期間
以内の一定の年数(５年)によ
る按分額をそれぞれ発生の翌
連結会計年度から費用処理し
ております。

  （会計方針の変更）
    当中間連結会計期間より

「『退職給付に係る会計基
準』の一部改正」(企業会計
基準第３号 平成17年３月16
日)及び「『退職給付に係る
会計基準』の一部改正に関す
る適用指針」(企業会計基準
適用指針第７号 平成17年３
月16日)を適用している。 
 これによる影響はない。

 ―――――
    

（会計方針の変更）
当連結連結会計年度より

「『退職給付に係る会計基
準』の一部改正」(企業会計基
準第３号 平成17年３月16日)
及び「『退職給付に係る会計
基準』の一部改正に関する適
用指針」(企業会計基準適用指
針第７号 平成17年３月16日)
を適用しております。  
 これによる影響はありませ
ん。

  ④特別修繕引当金

    船舶の定期修繕に備えるた

め、将来の修繕見込額に基づ

き計上している。

  ④特別修繕引当金

 船舶の定期修繕に備えるた

め、将来の修繕見込額に基づ

き計上しております。

  ④特別修繕引当金

同左

  ⑤国内炭事業整理損失引当金

    国内炭事業撤退に伴い発生
する損失に備えるため、当該
事業の整理にかかる損失見込
額を計上している。
なお、当該引当金は、連結
子会社である松島炭鉱株式会
社が経営していた池島炭鉱の
閉山（平成13年11月29日）に
伴い計上したものである。

  ⑤国内炭事業整理損失引当金

 国内炭事業撤退に伴い発生
する損失に備えるため、当該
事業の整理にかかる損失見込
額を計上しております。
 なお、当該引当金は、連結
子会社である松島炭鉱株式会
社が経営していた池島炭鉱の
閉山（平成13年11月29日）に
伴い計上したものでありま
す。

 ⑤国内炭事業整理損失引当金
同左

  ⑥訴訟損失引当金
    じん肺訴訟に係り発生する

可能性のある損失に備えるた
め、現在係争中の４訴訟９事
件（原告ら元従業員総数201
名、請求総額6,598百万円）
のうち、２訴訟４事件（原告
ら元従業員総数123名、請求
総額4,046百万円）にかかる
損失見込額を計上している。

――――― ―――――

 (5) 重要なリース取引の処理方法

   リース物件の所有権が借主に
移転すると認められるもの以外
のファイナンス・リース取引に
ついては、通常の賃貸借取引に
係る方法に準じた会計処理によ
っている。

 (5) 重要なリース取引の処理方法

 リース物件の所有権が借主に
移転すると認められるもの以外
のファイナンス・リース取引に
ついては、通常の賃貸借取引に
係る方法に準じた会計処理によ
っております。

 (5) 重要なリース取引の処理方法
同左



前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 (6) 重要なヘッジ会計の方法
  ①ヘッジ会計の方法
    繰延ヘッジ処理を採用して

いる。
    なお、特例処理の要件を満

たしている金利スワップにつ
いては特例処理によってい
る。

 (6) 重要なヘッジ会計の方法
  ①ヘッジ会計の方法

 繰延ヘッジ処理を採用して
おります。
 なお、特例処理の要件を満
たしている金利スワップ及び
金利キャップについては特例
処理によっております。

 (6) 重要なヘッジ会計の方法
  ①ヘッジ会計の方法

同左 

  ②ヘッジ手段とヘッジ対象
 固定金利又は変動金利の借
入金の金利変動リスクに対し
て金利スワップ、金利オプシ
ョン(キャップ)取引等をヘッ
ジ手段として用いている。

  ②ヘッジ手段とヘッジ対象
 借入金の金利変動リスクを
軽減するため、その一部につ
いて変動金利を固定化する金
利スワップ、金利キャップ取
引をヘッジ手段として用いて
おります。 
 また、外貨建売上債権の為
替変動リスクを軽減するた
め、為替予約取引をヘッジ手
段として用いております。

  ②ヘッジ手段とヘッジ対象
 借入金の金利変動リスクを
軽減するため、その一部につ
いて変動金利を固定化する金
利スワップ、金利キャップ取
引をヘッジ手段として用いて
おります。

  ③ヘッジ方針
    金利変動リスクヘッジを行

うことを目的として、利用範
囲や取組方針等について定め
た規定に基づき行っている。

  ③ ヘッジ方針
 金利変動リスクヘッジ又は
為替変動リスクヘッジを行う
ことを目的として、利用範囲
や取組方針等について定めた
規定に基づき行っておりま
す。

  ③ヘッジ方針
金利変動リスクヘッジを行

うことを目的として、利用範
囲や取組方針等について定め
た規定に基づき行っておりま
す。

  ④ヘッジ有効性評価の方法
    ヘッジ対象の相場変動、キ

ャッシュ・フローとヘッジ手
段の間に高い相関性があるこ
とを確認し、有効性の評価と
している。

  ④ヘッジ有効性評価の方法
 ヘッジ対象の相場変動、キ
ャッシュ・フローとヘッジ手
段の間に高い相関性があるこ
とを確認し、有効性の評価と
しております。ただし、特例
処理によっている金利スワッ
プについては、有効性の評価
を省略しております。

  ④ヘッジ有効性評価の方法
 ヘッジ対象の相場変動、キ
ャッシュ・フローとヘッジ手
段の間に高い相関性があるこ
とを確認し、有効性の評価と
しております。

 (7) その他中間連結財務諸表作成
のための基本となる重要な事項

 (7) その他中間連結財務諸表作成
のための基本となる重要な事項

 (7) その他連結財務諸表作成のた
めの基本となる重要な事項

  ①中間連結会計期間に係る納付
税額及び法人税等調整額

    中間連結会計期間に係る納
付税額及び法人税等調整額
は、当社及び連結子会社の当
事業年度において予定してい
る利益処分による圧縮積立金
及び特別償却積立金の取崩し
を前提として、当中間連結会
計期間に係る金額を計算して
いる。

  ①中間連結会計期間に係る納付
税額及び法人税等調整額
 中間連結会計期間に係る納
付税額及び法人税等調整額
は、当社及び連結子会社の当
事業年度において予定してい
る圧縮積立金及び特別償却積
立金の取崩しを前提として、
当中間連結会計期間に係る金
額を計算しております。

―――――

  ②消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会
計処理は、税抜方式によって
いる。

  ②消費税等の会計処理
 消費税及び地方消費税の会
計処理は、税抜方式によって
おります。

  消費税等の会計処理
同左

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲

 手許現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少な

リスクしか負わない取得日から３

ヶ月以内に償還期限の到来する短

期投資からなる。

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲

 手許現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、
かつ、価値の変動について僅少な

リスクしか負わない取得日から３

ヶ月以内に償還期限の到来する短

期投資からなります。

５ 連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲

同左
  
 



会計処理の変更 

 
  

  

表示方法の変更 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

（固定資産の減損に係る会計基準）
 当中間連結会計期間から「固定資

産の減損に係る会計基準」（「固定

資産の減損に係る会計基準の設定に

関する意見書」（企業会計審議会

平成14年８月９日））及び「固定資

産の減損に係る会計基準の適用指

針」（企業会計基準委員会 平成15

年10月31日 企業会計基準適用指針

第６号）を適用している。 

 これにより税金等調整前中間純利

益が3,063百万円減少している。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の中間連結財務諸表規則

に基づき当該各資産の金額から直接

控除している。

――――― （固定資産の減損に係る会計基準）
 当連結会計年度から「固定資産の

減損に係る会計基準」（「固定資産

の減損に係る会計基準の設定に関す

る意見書」（企業会計審議会 平成

14年８月９日））及び「固定資産の

減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準委員会 平成15年10

月31日 企業会計基準適用指針第６

号）を適用しております。  

 これにより税金等調整前当期純利

益が2,971百万円減少しておりま

す。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の連結財務諸表規則に基

づき当該資産の金額から直接控除し

ております。
――――― 

 
（貸借対照表の純資産の部の表示に 

関する会計基準） 

 当中間連結会計期間より、「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準」（企業会計基準第５号

平成17年12月９日）及び「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」（企業会計基準

適用指針第８号 平成17年12月９

日）を適用しております。 

 これまでの資本の部の合計に相当 

する金額は、7,879百万円でありま

す。 

 なお、当中間連結会計期間におけ

る中間連結貸借対照表の純資産の部

については、中間連結財務諸表規則

の改正に伴い、改正後の中間連結財

務諸表規則により作成しておりま

す。

――――― 
 

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

――――――  （中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

 前中間連結会計期間において、「営業活動によるキ

ャッシュ・フロー」の「その他引当金の増減額」に含

めていた「貸倒引当金の増減額」（△17百万円）、

「退職給付引当金の増減額」（△25百万円）及び「そ

の他」に含めていた「未払消費税等の増減額」（29百

万円）は重要性が増加したため、当中間連結会計期間

から区分掲記することとしました。



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  
前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成18年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は、21,782百万円である。

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は、20,774百万円でありま

す。

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は、20,663百万円でありま

す。

 

※２ 担保資産及び担保付債務

   担保に供している資産及び担

保付借入金等は次のとおりで

ある。

(1) 社債及び借入金に対する担

保資産

 （財団抵当）

土地 5,874 百万円

計 5,874 百万円

 

 

※２ 担保資産及び担保付債務

   担保に供している資産及び担

保付借入金等は次のとおりで

あります。

(1) 社債及び借入金に対する担

保資産

   （財団抵当）

建物及び
構築物

― 百万円

機械装置
及び運搬具

― 〃

土地 5,650 〃

その他 ― 〃

計 5,650 百万円

 「建物及び構築物」、「機

械装置及び運搬具」及び「土

地」については、固定資産の

減損会計を適用しておりま

す。なお、上記の「土地」の

ほか鉱業用地1,002百万円に

ついても担保に供しておりま

す。

 

※２ 担保資産及び担保付債務

   担保に供している資産及び担

保付借入金等は次のとおりであ

ります。

(1) 社債及び借入金に対する担

保資産

 （財団抵当）

建物及び
構築物

― 百万円

機械装置
及び運搬具

― 〃

土地 5,695 〃

その他 ― 〃

計 5,695 百万円

 「建物及び構築物」、「機

械装置及び運搬具」及び「土

地」については、固定資産の

減損会計を適用しておりま

す。なお、上記の「土地」の

ほか鉱業用地1,002百万円に

ついても担保に供しておりま

す。

 

    担保付債務は次のとおりで

ある。

長期借入金 9,986百万円

    担保付債務は次のとおりで

あります。

長期借入金 9,667 百万円

 

    担保付債務は次のとおりで

あります。

長期借入金 9,916百万円

 

 （その他）

預金 100 百万円

建物及び 
構築物

3,605 〃

機械装置 
及び運搬具

238 〃

土地 8,010 〃

投資有価証券 1,335 〃

計 13,290 百万円

 （その他）

預金 100 百万円

売掛金 1,139 〃

建物及び
構築物

3,484 〃

機械装置
及び運搬具

171 〃

土地 7,916 〃

投資有価証券 1,156 〃

計 13,968 百万円
 

 （その他）

預金 100 百万円

建物及び
構築物

3,538 〃

機械装置
及び運搬具

184 〃

土地 8,010 〃

投資有価証券 1,524 〃

計 13,358 百万円

 

    担保付債務は次のとおりで

ある。

短期借入金 2,845 百万円

１年以内 
償還社債

1,200 〃

社債 1,840 〃

長期借入金 8,832 〃

(１年以内返済予定額
2,616百万円含む)

計 14,718 百万円
 

    担保付債務は次のとおりで

あります。

短期借入金 2,317 百万円

１年以内
償還社債

80 〃

社債 2,160 〃

長期借入金 7,849 〃

(１年以内返済予定額
2,596百万円含む)

計 12,406 百万円  

    担保付債務は次のとおりで

あります。

短期借入金 2,101 百万円

１年以内
償還社債

40  〃

社債 2,200  〃

長期借入金 8,875  〃

(１年以内返済予定額
2,452百万円含む)

計 13,216 百万円



 
  

前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成18年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日)

(2) 営業取引等の保証に供して

いる担保資産

預金 216 百万円

投資有価証券 15 〃

計 231 百万円

(2) 営業取引等の保証に供して

いる担保資産

預金 110 百万円

有価証券 15 〃

計 125 百万円

(2) 営業取引等の保証に供して

いる担保資産

預金 159 百万円

有価証券 15 〃

計 174 百万円

 

担保付債務は次のとおりで

ある。

営業保証

宅建業保証

上記の他に、MITSUI MATSUSHIMA 

AUSTRALIA PTY.LTD.による豪州金

融機関からの長期借入金10百万豪

州ドルに対して、同社の資産

2,919 百 万 円 (33 百 万 A $）及 び

MITSUI MATSUSHIMA INTERNATIONAL 

PTY.LTDが保有する同社株式を担保

として差し入れている。

 

担保付債務は次のとおりで

あります。

営業保証

宅建業保証

上記の他に、MITSUI MATSUSHIMA 

AUSTRALIA PTY.LTD.による豪州金

融機関からの長期借入金９百万豪

州ドルに対して、同社の資産 

2,985 百 万 円 (33 百 万 A $）及 び

MITSUI MATSUSHIMA INTERNATIONAL 

PTY.LTDが保有する同社株式を担保

として差し入れております。

 

担保付債務は次のとおりで

あります。

営業保証

宅建業保証

上記の他に、MITSUI MATSUSHIMA 

AUSTRALIA PTY.LTD.による豪州金

融機関からの長期借入金９百万豪

州ドルに対して、同社の資産 

2,626 百 万 円 (31 百 万 A $ ) 及 び

MITSUI MATSUSHIMA  INTERNATIONAL 

PTY.LTDが保有する同社株式を担保

として差し入れております。

 ３ 保証債務

   連結会社以外の会社の借入金

に対し、下記のとおり債務保

証を行っている。

㈱長崎土建工業所 10 百万円

 ３ 保証債務

   連結会社以外の会社の借入金

に対し、下記のとおり債務保

証を行っております。

㈱長崎土建工業所 10 百万円

 ３ 保証債務

   連結会社以外の会社の借入

金に対し、下記のとおり債務

保証を行っております。

㈱長崎土建工業所 10 百万円

 ４ 受取手形裏書譲渡高は、

    ８百万円である。

 ４ 受取手形裏書譲渡高は、

    ５百万円であります。

 ４ 受取手形裏書譲渡高は、

    ８百万円であります。

※５ 中間連結会計期間末日満期手

形の会計処理については、手

形交換日をもって決済処理し

ております。

 なお、当中間連結会計期間

末日は金融機関の休日であっ

たため、次の満期手形が中間

連結会計期間末日の残高に含

まれております。

 受取手形    111百万円

 支払手形  1,010百万円



(中間連結損益計算書関係) 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 

※１ 固定資産売却益の内訳

土地 2 百万円

計 2 百万円

 

※１ 固定資産売却益の内訳

機械装置及び
運搬具

0 百万円

計 0 百万円

※１ 固定資産売却益の内訳

機械装置及び
運搬具

0 百万円

土地 2 〃

計 3 百万円

―――――

 

――――― ※２ 固定資産売却損の内訳

機械装置及び
運搬具

1 百万円

土地 0 〃

その他有形 
固定資産

0 〃

計 2 百万円

※３ 固定資産除却損の内訳

建物及び 
構築物

3 百万円

機械装置及び
運搬具

6  〃

その他有形 
固定資産他

0  〃

計 9 百万円

※３ 固定資産除却損の内訳

建物及び
構築物

0 百万円

機械装置及び
運搬具

0  〃

その他有形
固定資産他

0  〃

計 0 百万円

※３ 固定資産除却損の内訳

建物及び
構築物

8 百万円

機械装置及び
運搬具

34  〃

その他有形 
固定資産

1  〃

計 44 百万円

 

※４ 減損損失
 当社は、以下の資産グループに
ついて減損損失を計上している。

用途・場所 種類
金額 

(百万円)

スーパー事業 

店舗(４店舗・ 

福岡県 

太宰府市他）

建物、土地、

その他 

無形固定資産 

リース資産

291

建機材、不動産、

その他の事業 

研修事業関連設備

等(長崎県長崎市

他)

建物,その他 1,424

建機材、不動産 

事業 

採石設備（福岡県

飯塚市）

建物、土地、 

その他 

無形固定資産 

リース資産

202

遊休資産(福岡県

福津市他)

建物、土地、 

その他 

無形固定資産

1,239

計 3,157

（経緯） 
 店舗(４店舗)については、小売業
界の競合激化によって収益力が低下
したことにより、回収可能価額まで
減額し、当該減少額を減損損失とし
て特別損失に計上している。その内
訳は、建物200百万円、その他(土地
他)91百万円である。 
 研修事業関連設備等及び採石設備
については、事業環境の変化に伴い
収益性が低下したことにより、また
遊休資産については、その将来の用
途が定まっていないことから回収可
能価額まで減損し、当該減少額を減
損損失として特別損失に計上してい
る。 
 研修事業関連設備等の内訳は、建物
356百万円、構築物232百万円、機械
装置805百万円、その他(車輌運搬具
他)29百万円である。

―――――

 

※４ 減損損失
当社は、以下の資産グループに

ついて減損損失を計上しておりま
す。

用途・場所 種類
金額 

(百万円)

スーパー事業 

店舗(４店舗・ 

福岡県 

太宰府市他）

建物、土地、

その他 

無形固定資産 

リース資産

291

建機材、不動産、

その他の事業 

研修事業関連設備

等(長崎県長崎市

他)

建物,その他 1,424

建機材、不動産 

事業 

採石設備（福岡県

飯塚市）

建物、土地、 

その他 

無形固定資産 

リース資産

202

遊休資産(福岡県

福津市他)

建物、土地、 

その他 

無形固定資産

1,239

計 3,157

（経緯） 
 店舗(４店舗)については、小売業
界の競合激化によって収益力が低下
したことにより、回収可能価額まで
減額し、当該減少額を減損損失とし
て特別損失に計上しております。そ
の内訳は、建物200百万円、その他
(土地他)91百万円であります。  
 研修事業関連設備等及び採石設備
については、事業環境の変化に伴い
収益性が低下したことにより、また
遊休資産については、その将来の用
途が定まっていないことから回収可
能価額まで減損し、当該減少額を減
損損失として特別損失に計上してお
ります。 
 研修事業関連設備等の内訳は、建物
356百万円、構築物232百万円、機械
装置805百万円、その他(車輌運搬具
他)29百万円であります。



 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 採石設備の内訳は、土地170百円、
その他(機械装置他)32百万円であ
る。  
 遊休資産の内訳は、建物56百万、
土地1,158百万円、その他(無形固定
資産他)24百万円である。

採石設備の内訳は、土地170百円、
その他(機械装置他)32百万円であり
ます。  
 遊休資産の内訳は、建物56百万、
土地1,158百万円、その他(無形固定
資産他)24百万円であります。

（グルーピングの方法） 
 当社グループは、事業別を基本に
グルーピングを行っている。ただ
し、スーパー事業については、店舗
別を、不動産事業、建機材事業の一
部及び遊休資産については、それぞ
れの個別物件別を基本単位として取
り扱っている。
（回収可能価額及び算定方法等） 
正味売却価額 
不動産鑑定評価基準

（グルーピングの方法） 
 当社グループは、事業別を基本に
グルーピングを行っております。た
だし、スーパー事業については、店
舗別を、不動産事業、建機材事業の
一部及び遊休資産については、それ
ぞれの個別物件別を基本単位として
取り扱っております。
（回収可能価額及び算定方法等） 
正味売却価額 
不動産鑑定評価基準



次へ 

(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

  

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

１ 発行済株式に関する事項 

   
  

２ 自己株式に関する事項 

   
(注) 普通株式の自己株式数の増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。  

  
３ 新株予約権等に関する事項 

     該当事項はありません。 
  

４ 配当に関する事項 

     該当事項はありません。 

  

  

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 82,538,203 ― ― 82,538,203

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 12,985 1,304 ― 14,289

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 

1 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

(平成17年９月30日)

現金及び預金勘定 8,749 百万円

預入期間が３ヶ月 
を越える定期預金等

△795 〃

現金及び現金同等物 7,954 百万円

 

1 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

(平成18年９月30日)

現金及び預金勘定 7,278 百万円

預入期間が３ヶ月
を越える定期預金等

△841 〃

現金及び現金同等物 6,436 百万円

 

１ 現金及び現金同等物の期末残高

と連結貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係

(平成18年３月31日)

現金及び預金勘定 9,106 百万円

預入期間が３ヶ月
を越える定期預金等

△946 〃

現金及び現金同等物 8,160百万円

 

２ 重要な非資金取引の内容

新株予約権の行使

新株予約権の行使 
による資本金増加額

1,499百万円

新株予約権の行使に 
よる資本準備金増加 
額

1,499 〃

新株予約権の行使に 
よる新株予約権付社 
債減少額

3,000百万円 

 

２ 重要な非資金取引の内容

短期貸付金と投資有価証券を交換

貸付金の減少額  345百万円

投資有価証券の
増加額

 345  〃

 

２ 重要な非資金取引の内容

新株予約権の行使

新株予約権の行使 
による資本金増加額

1,499百万円

新株予約権の行使に 
よる資本準備金増加 
額

1,499 〃

新株予約権の行使に 
よる新株予約権付社 
債減少額

3,000百万円 

３ 株式の売却により連結除外とな
った会社の資産及び負債の主な内
訳  
松島光コンポーネント株式会社  
    (平成18年３月30日現在)

流動資産  1,250百万円

固定資産    689 〃

流動負債   771 〃

固定負債     62  〃



次へ 

(リース取引関係) 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引

 ① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額、減

損損失累計額相当額及び中間期

末残高相当額

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引

 ① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び

中間期末残高相当額

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引

 ① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び

期末残高相当額

 

機械装置 
及び 
運搬具

その他 
(工具器具
備品)

合計

(百万円) (百万円) (百万円)

取得価額 

相当額
2,120 82 2,203

減価償却 

累計額 

相当額
833 56 889

減損損失 

累計額 

相当額

― 4 4

中間期末 

残高 

相当額

1,287 22 1,309

 

機械装置
及び 
運搬具

その他 
(工具器具
備品)

合計

(百万円) (百万円) (百万円)

取得価額 

相当額
31 29 61

減価償却 

累計額 

相当額

7 21 29

中間期末 

残高 

相当額

23 8 31

 

機械装置 
及び 
運搬具

その他 
(工具器具
備品)

合計

(百万円) (百万円) (百万円)

取得価額 

相当額
40 29 70

減価償却 

累計額 

相当額

17 16 34

期末残高 

相当額
22 13 35

   なお、取得価額相当額は、未

経過リース料中間期末残高が有

形固定資産の中間期末残高等に

占める割合が低いため、支払利

子込み法により算定している。

 なお、取得価額相当額は、未

経過リース料中間期末残高が有

形固定資産の中間期末残高等に

占める割合が低いため、支払利

子込み法により算定しておりま

す。

  なお、取得価額相当額は、未
経過リース料期末残高が有形固
定資産の期末残高等に占める割
合が低いため、支払利子込み法
により算定しております。 
 また、松島光コンポーネント
㈱の全株を売却したことによ
り、前連結会計年度末に比べ、
リース物件が減少しておりま
す。

 

 ② 未経過リース料中間期末残高

相当額及びリース資産減損勘定

中間期末残高 

 

 未経過リース料中間期末残高

相当額
１年以内 299 百万円

１年超 1,010 〃

合計 1,309 百万円

 リース資産減損勘定中間期末
残高

2 百万円

 

 ② 未経過リース料中間期末残高

相当額 

 

 

 

 
１年以内 12 百万円

１年超 18 〃

合計 31 百万円
 

 ② 未経過リース料期末残高相当

額 

 

 

 

 

１年以内 14 百万円

１年超 21 〃

合計 35 百万円

   なお、未経過リース料中間期
末残高相当額は、未経過リース
料中間期末残高が有形固定資産
の中間期末残高等に占める割合
が低いため、支払利子込み法に
より算定している。

 なお、未経過リース料中間期
末残高相当額は、未経過リース
料中間期末残高が有形固定資産
の中間期末残高等に占める割合
が低いため、支払利子込み法に
より算定しております。

  なお、未経過リース料期末残
高相当額は、未経過リース料期
末残高が有形固定資産の期末残
高等に占める割合が低いため、
支払利子込み法により算定して
おります。

③ 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、及び減損損失

支払リース料 150 百万円

リース資産減損

勘定の取崩額
2 〃

減価償却費 
相当額

150 〃

減損損失 5 〃

 

 ③ 支払リース料及び減価償却費

相当額 

 

支払リース料 7 百万円

減価償却費
相当額

7 〃

 ③ 支払リース料、リース資産減

損勘定の取崩額、減価償却費相

当額、及び減損損失

支払リース料 305 百万円

リース資産減損

勘定の取崩額
5 〃

減価償却費 
相当額

300 〃

減損損失 5 〃

 ④ 減価償却費相当額の算定方法

   リース期間を耐用年数とし、
残存価額を零とする定額法によ
っている。

 ④ 減価償却費相当額の算定方法

 リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法によ

っております。

 ④ 減価償却費相当額の算定方法

同左



(有価証券関係) 

  

Ⅰ 前中間連結会計期間末(平成17年９月30日) 

  

１ その他有価証券で時価のあるもの 
  

 
(注) 株式の減損にあたっては、個別銘柄毎に、当中間連結会計期間における最高値・最安値と帳簿価

格との乖離状況等保有有価証券の時価水準を把握するとともに、発行体の公表財務諸表による各種

財務比率の検討等により信用リスクの定量評価を行い、総合的に判断している。 

  

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

その他有価証券 
  

 
  

Ⅱ 当中間連結会計期間末(平成18年９月30日) 

  

１ その他有価証券で時価のあるもの 
  

 
(注) 表中の取得原価は減損処理後の帳簿価額であります。 

 なお、当該株式の減損にあたっては、個別銘柄毎に、当中間連結会計期間における最高値・最安

値と帳簿価格との乖離状況等保有有価証券の時価水準を把握するとともに、発行体の公表財務諸表

による各種財務比率の検討等により信用リスクの定量評価を行い、総合的に判断しております。 

  

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

その他有価証券 
  

 
(注) 当中間連結会計期間において112百万円減損処理を行っております。 

  

区分 取得原価(百万円)
中間連結貸借対照表 

計上額(百万円)
差額(百万円)

(1)株式 1,608 3,062 1,453 

(2)債券

国債・地方債 15 15 △0

計 1,623 3,077 1,453 

内容 中間連結貸借対照表計上額(百万円)

非上場株式 1,989

合計 1,989

区分 取得原価(百万円)
中間連結貸借対照表 

計上額(百万円)
差額(百万円)

(1)株式 1,421 2,026 604

(2)債券

国債・地方債  15 15 △0

計 1,437 2,041 604

内容 中間連結貸借対照表計上額(百万円)

非上場株式 225

合計 225



前へ 

Ⅲ 前連結会計年度末(平成18年３月31日) 
  
１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
(注) 表中の取得原価は減損処理後の帳簿価額であります。 

 なお、当該株式の減損にあたっては、個別銘柄毎に、当連結会計年度における最高値・最安値と

帳簿価格との乖離状況等保有有価証券の時価水準を把握するとともに、発行体の公表財務諸表によ

る各種財務比率の検討等により信用リスクの定量評価を行い、総合的に判断しております。 
  
２ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 

その他有価証券 
  

 
  

  
  
(デリバティブ取引関係) 

  
  
Ⅰ 前中間連結会計期間末（平成17年９月30日） 

  

  中間期末残高がないため、該当事項はない。 

  

Ⅱ 当中間連結会計期間末（平成18年９月30日） 
  

該当事項はありません。  

 なお、為替予約取引及び金利スワップ取引を行なっておりますが、いずれもヘッジ会計を適用

しておりますので注記の対象から除いております。 

  
  
Ⅲ 前連結会計年度末（平成18年３月31日） 

  

 当期末残高がないため、該当事項はありません。 

 なお、為替予約取引及び金利スワップ取引を行なっておりますが、いずれもヘッジ会計を適用

しておりますので注記の対象から除いております。 

  

区分 取得原価(百万円)
連結貸借対照表 

計上額(百万円)
差額(百万円)

(1)株式 1,555 2,961 1,406

(2)債券

国債・地方債 15 15 △0

計 1,570 2,976 1,406

内容 連結貸借対照表計上額(百万円)

非上場株式 2,542

合計 2,542



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自平成17年４月１日 至平成17年９月30日) 

 
(注) １ 事業区分は売上集計区分及び取扱商品の種類、市場の類似性によっている。 

２ 各事業の主要な業務 

(1) 燃料事業………………海外炭、重油類等の販売、海上運送、倉庫業、揚炭業、資源開発のコンサルタント

業 

(2) 光コンポーネント事業 

         ………各種精密機械用レンズ、光ファイバー関連部品及び機器等の設計・製造・販売 

(3) 建機材事業……………建材商品(生コン、セメント、砕石等)の販売、採石業、機器類等の製造・仕入販売

及び機械部品の製作・修理請負、土木・建築総合請負 

(4) スーパー事業…………食料品、日用品全般の販売等 

(5) 不動産事業……………分譲、貸ビル等の賃貸業及び国民宿舎の経営（平成17年８月31日閉鎖） 

(6) その他事業……………「炭鉱技術移転５ヶ年計画」に沿った研修事業（平成14年４月より実施） 

  

当中間連結会計期間(自平成18年４月１日 至平成18年９月30日) 

 
(注) １ 事業区分は売上集計区分及び取扱商品の種類、市場の類似性によっております。 

２ 各事業の主要な業務 

(1) 燃料事業…………海外炭、重油類等の販売、海上運送、倉庫業、揚炭業、資源開発のコンサルタント業 

(2) 建機材事業………建材商品(生コン、セメント、砕石等)の販売、採石業、機器類等の製造・仕入販売及び

機械部品の製作・修理請負、土木・建築総合請負 

(3) 不動産事業………分譲、貸ビル等の賃貸業 

(4) スーパー事業……食料品、日用品全般の販売等 

(5) その他事業………「炭鉱技術移転５ヶ年計画」に沿った研修事業（平成14年４月より実施） 

３ 前連結会計年度まで区分しておりました光コンポーネント事業は、同年末に連結子会社の全株式の譲渡によ

り同事業から撤退したため、当中間連結会計期間より区分しておりません。 

燃料事業 
(百万円)

光コンポー 
ネント事業 
（百万円）

建機材
事業 
(百万円)

スーパー
事業 
(百万円)

不動産
事業 
(百万円)

その他
事業 
(百万円)

計
(百万円)

消去又は 
全社 
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上
高

13,947 1,259 9,552 2,380 386 510 28,036 ― 28,036

(2) セグメント
間の内部売
上高又は振
替高

1 ― 107 17 9 0 136 (136) ―

計 13,948 1,259 9,659 2,397 396 511 28,173 (136) 28,036

営業費用 12,761 1,515 9,625 2,494 325 513 27,235 (140) 27,094

営業利益又は 
営業損失(△)

1,187 △256 34 △96 70 △2 937 4 941

燃料事業 
(百万円)

建機材 
事業 
(百万円)

不動産
事業 
(百万円)

スーパー
事業 
(百万円)

その他
事業 
(百万円)

計
(百万円)

消去又は 
全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上
高

13,882 9,428 350 990 488 25,140 ― 25,140

(2) セグメント
間の内部売
上高又は振
替高

2 116 7 14 0 141 (141) ―

計 13,885 9,545 357 1,004 489 25,282 (141) 25,140

営業費用 12,949 9,527 347 1,020 494 24,339 (144) 24,195

営業利益又は 
営業損失(△)

935 18 9 △15 △5 942 2 945



  

前連結会計年度(自平成17年４月１日 至平成18年３月31日) 

 
(注) １ 事業区分は売上集計区分及び取扱商品の種類、市場の類似性によっております。 

２ 各事業の主要な業務 

(1) 燃料事業………………海外炭、重油類等の販売、海上運送、倉庫業、揚炭業、資源開発のコンサルタント

業 

(2) 光コンポーネント事業 

         ………各種精密機械用レンズ、光ファイバー関連部品及び機器等の設計・製造・販売 

なお、当該事業については、平成18年３月末をもって撤退しました。 

(3) 建機材事業……………建材商品(生コン、セメント、砕石等)の販売、採石業、機器類等の製造・仕入販

売、機械部品の製作・修理請負、土木・建築総合請負 

(4) 不動産事業……………分譲、貸ビル等の賃貸業及び国民宿舎の経営 

          なお、国民宿舎は、平成17年８月末をもって閉鎖しました。 

(5) スーパー事業…………食料品、日用品全般の販売等 

          なお、４店舗のうち３店舗を譲渡及び閉鎖しました。 

(6) その他事業……………「炭鉱技術移転５ヶ年計画」に沿った研修事業（平成14年４月より実施） 

  

燃料事業 
(百万円)

光コンポー
ネント事業
（百万円）

建機材 
事業 
(百万円)

不動産
事業 
(百万円)

スーパー
事業 
(百万円)

その他
事業 
(百万円)

計
(百万円)

消去又は 
全社 
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上
高

26,774 3,175 20,704 748 4,553 1,058 57,015 ― 57,015

(2) セグメント
間の内部売
上高又は振
替高

26 ― 259 17 34 1 339 (339) ―

計 26,801 3,175 20,964 766 4,587 1,060 57,355 (339) 57,015

営業費用 24,651 3,544 20,799 657 4,741 1,052 55,446 (309) 55,137

営業利益又は 
営業損失(△)

2,149 △368 164 108 △153 8 1,908 ( 30) 1,878



【所在地別セグメント情報】 

  

 前中間連結会計期間(自平成17年４月１日 至平成17年９月30日) 

 全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、所在地別セグメン

ト情報の記載を省略している。 

  

 当中間連結会計期間(自平成18年４月１日 至平成18年９月30日) 

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本国以外の区分に属する主な国又は地域 

 オセアニア………… オーストラリア  

 その他  ………… カナダ 

  

 前連結会計年度(自平成17年４月１日 至平成18年３月31日) 

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本国以外の区分に属する主な国又は地域 

 オセアニア………… オーストラリア  

 その他  ………… カナダ 

日本 
(百万円)

オセアニア
(百万円)

その他の
地域 
(百万円)

計
(百万円)

消去又は 
全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に 
対する売上高

23,609 1,531 ― 25,140 ― 25,140

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

0 1,367 ― 1,367 (1,367) ―

計 23,610 2,898 ― 26,508 (1,367) 25,140

営業費用 23,614 1,955 0 25,570 (1,375) 24,195

営業利益又は 
営業損失(△)

△4 942 △0 937 8 945

日本 
(百万円)

オセアニア
(百万円)

その他の
地域 
(百万円)

計
(百万円)

消去又は 
全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に 
対する売上高

52,862 4,153 ― 57,015 ― 57,015

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

33 1,453 ― 1,487 (1,487) ―

計 52,895 5,607 ― 58,502 (1,487) 57,015

営業費用 53,092 3,540 6 56,640 (1,502) 55,137

営業利益又は 
営業損失(△)

△197 2,066 △6 1,862 15 1,878



【海外売上高】 

  

 前中間連結会計期間(自平成17年４月１日 至平成17年９月30日) 

 
（注）１ 地域は、地理的近接度により区分している。 

    ２ 各区分に属する主な国は以下のとおりである。 
       オセアニア………… オーストラリア 
       アジア  ………… 台湾、韓国 
       その他  ………… アメリカ 
    ３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高である。 

  

 当中間連結会計期間(自平成18年４月１日 至平成18年９月30日) 

 
（注）１ 地域は、地理的近接度により区分しております。 

    ２ 各区分に属する主な国は以下のとおりであります。 
       オセアニア………… オーストラリア 
       アジア  ………… 台湾、中国 
    ３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 

  

 前連結会計年度(自平成17年４月１日 至平成18年３月31日) 

 
（注）１ 地域は、地理的近接度により区分しております。 

    ２ 各区分に属する主な国は以下のとおりであります。 
       オセアニア………… オーストラリア 
       アジア  ………… 台湾、韓国 
       その他  ………… アメリカ 
    ３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 

  

  

オセアニア アジア その他の地域 計

Ⅰ海外売上高(百万円) 2,276 3,877 0 6,154

Ⅱ連結売上高(百万円) 28,036

Ⅲ連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 8.1 13.8 0.0 22.0

オセアニア アジア 計

Ⅰ海外売上高(百万円) 1,531 3,149 4,680

Ⅱ連結売上高(百万円) 25,140

Ⅲ連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 6.1 12.5 18.6

オセアニア アジア その他の地域 計

Ⅰ海外売上高(百万円) 4,153 8,200 0 12,353

Ⅱ連結売上高(百万円) 57,015

Ⅲ連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 7.3 14.4 0.0 21.7



(１株当たり情報) 

  

 
(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
   

２ １株当たり中間(当期)純利益又は中間純損失 

 
  

  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１株当たり純資産額 64.69円 １株当たり純資産額 95.54円 １株当たり純資産額 98.35円

１株当たり中間純損失 36.51円 １株当たり中間純利益 4.01円 １株当たり当期純利益 3.35円

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、１株当たり

中間純損失であり、また、潜在株式

が存在しないため記載していない。

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、潜在株式が

存在しないため記載しておりませ

ん。

 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、潜在株式が

存在しないため記載しておりませ

ん。

前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日)

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日)

前連結会計年度末
（平成18年３月31日)

純資産の部の合計額 ― 7,888 百万円 ―  

少数株主持分 ― 3 百万円 ―

普通株式に係る純資産額 ― 7,885 百万円 ―

普通株式の発行済株式数 ― 82,538,203 株 ―

普通株式の自己株式数 ― 14,289 株 ―

１株当たり純資産額の算定  
に用いられた普通株式の数

― 82,523,914 株 ―

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

中間(当期)純利益 
又は中間純損失(△)

 △2,516 百万円 331 百万円 252 百万円

普通株主に帰属しない金額 ― ― ―

普通株式に係る中間(当期)純利益
又は中間純損失(△)

△2,516 百万円 331 百万円 252 百万円

普通株式の期中平均株式数 68,927,196 株 82,524,660 株 75,203,316 株



(重要な後発事象) 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

―――――― 転換社債型新株予約権付社債の発行
 当社は、平成18年10月16日開催の
取締役会の決議に基づいて、第三者
割当による第２回無担保転換社債型
新株予約権付社債を発行した。
１．社債の名称
三井松島産業株式会社第２回無担
保転換社債型新株予約権付社債
(転換社債型新株予約権付社債間
限定同順位特約付)(以下「本新株
予約権付社債」といい、そのうち
社債のみを「本社債」、新株予約
権のみを「本新株予約権」とい
う。)

２．発行総額 金3,000百万円
３．発行価格 額面100円につき
       金100円
４．利  率 利息は付さない
５．払込期日及び発行日
       平成18年10月31日
６．償還期限 平成20年10月31日
７．償還の方法
 (1)償還金額 
  額面100円につき金100円
 (2)償還の方法
①本社債は、平成20年10月31日にそ
の総額を額面100円につき金100円
で償還する。

②当社は、本新株予約権付社債の発
行後、当社が消滅会社となる合併
または当社が完全子会社となる株
式交換もしくは株式移転(以下
「組織再編行為」という。)につ
き当社の株主総会で承認決議した
場合、当該組織再編行為の効力発
生日以前に、残存する本社債の全
部(一部は不可)を額面100円につ
き金100円で繰上償還する。この
場合、当社は、本新株予約権付社
債の社債権者に対して、償還日に
先立つ１か月以上前に事前通知す
るものとする。

③本新株予約権付社債の社債権者
は、本新株予約権付社債の発行
後、当社が吸収分割または新設分
割につき当社の株主総会(株主総
会の決議を要しない場合は、取締
役会)で承認決議した場合、その
選択により、当社に対して、当該
吸収分割または新設分割の効力発
生日の２週間前まで(当日を含
む。)に事前通知を行い、かつ本
新株予約権付社債券を野村信託銀
行株式会社本店に提出することに
より、当該吸収分割または新設分
割の効力発生日以前に、その保有
する本社債の全部または一部を額
面100円につき金100円で繰上償還
することを、当社に対して請求す
る権利を有する。

――――――
 

 



前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

④当社は、本新株予約権付社債の発
行後、その選択により、本新株予
約権付社債の社債権者に対して、
毎月第２金曜日(ただし、第２金
曜日が銀行休業日にあたるとき
は、その前銀行営業日とする。)
まで(当日を含む。)に事前通知を
行った上で、当該月の第４金曜日
に、残存する本社債の全部(一部
は不可)を額面100円につき金101
円で、繰上償還することができ
る。

⑤本新株予約権付社債の社債権者
は、本新株予約権付社債の発行
後、その選択により、当社に対し
て、毎月第１金曜日(ただし、第
１金曜日が銀行休業日にあたると
きは、その前銀行営業日とす
る。)まで(当日を含む。)に事前
通知を行い、かつ本新株予約権付
社債券を野村信託銀行株式会社本
店に提出することにより、当該月
の第３金曜日に、その保有する本
社債の全部または一部を額面100
円につき金99円で繰上償還するこ
とを、当社に対して請求する権利
を有する。

⑥本項に定める償還すべき日が銀行
休業日にあたるときは、その前銀
行営業日にこれを繰り上げる。

⑦当社は、本新株予約権付社債の発
行後いつでも本新株予約権付社債
を取得することができる。ただ
し、本社債または本新株予約権の
みを取得することはできない。

８．担保の有無
本新株予約権付社債には物上担保
および保証は付されておらず、ま
た本新株予約権付社債のために特
に留保されている資産はない。

９．新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的となる株式の種
類及び数
本新株予約権の目的となる株式
の種類は普通株式とし、本新株
予約権の行使請求により当社が
当社普通株式を交付する数は、
行使請求する本新株予約権に係
る本社債の払込金額の総額を下
記(４)②記載の転換価額(ただ
し、下記(４)③または④によっ
て修正または調整された場合は
修正後または調整後の転換価額)
で除して得られる最大整数(以下
「交付株式数」という。)とす
る。

(2)社債に付する本新株予約権の数
各本社債に付する本新株予約権
の数は１個とし、合計30個の本
新株予約権を発行する。

(3)新株予約権の発行価額
無償とする。



前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30 日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

(4)新株予約権の行使時の払込金額
①本新株予約権の行使に際して出資
される財産の内容およびその価額
本新株予約権の行使に際して出資
される財産は、当該本新株予約権
に係る本社債とし、当該本社債の
価額はその払込金額と同額とす
る。ただし、交付株式数に下記②
記載の転換価額(ただし、下記③
または④によって修正または調整
された場合は修正後または調整後
の転換価額)を乗じた額が行使請
求する本新株予約権に係る本社債
の払込金額の総額を下回る場合に
は、本新株予約権の行使に際して
出資される財産は、当該差額部分
を除く本社債とし、この場合の本
社債の価額は、本社債の払込金額
から上記差額を差し引いた額とす
る。上記ただし書きの場合には、
本社債の償還金として上記差額を
償還する。

②転換価額
転換価額は、当初154円とする。

③転換価額の修正
本新株予約権付社債の発行後、毎
月第３金曜日(以下「決定日」と
いう。)の翌取引日以降、転換価
額は、決定日まで(当日を含む。)
の３連続取引日(ただし、終値(気
配表示を含む。以下同じ。)のな
い日は除き、決定日が取引日でな
い場合には、決定日の直前の取引
日までの３連続取引日とする。以
下「時価算定期間」という。)の
株式会社東京証券取引所における
当社普通株式の普通取引の毎日の
終値の平均値の90％に相当する金
額(円位未満小数第２位まで算出
し、その小数第２位を切り捨て
る。以 下「決 定 日 価 額」と い
う。)に修正される。なお、時価
算定期間内に、転換価額の調整事
由が生じた場合には、修正後の転
換価額は、本新株予約権付社債の
社債要項に従い当社が適当と判断
する金額に調整される。ただし、
かかる算出の結果、決定日価額が
77円(ただし、下記④による調整
を受ける。以下「下限転換価額」
という。)を下回る場合には、修
正後の転換価額は下限転換価額と
し、決定日価額が231円(ただし、
下記④による調整を受ける。以下
「上限転換価額」という。)を上
回る場合には、修正後の転換価額
は上限転換価額とする。



前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

④転換価額の調整
当社は、本新株予約権付社債の発行
後、当社普通株式数に変更を生じる場
合または変更を生ずる可能性がある場
合は、次に定める算式(以下「転換価
額調整式」という。)をもって転換価
額を調整する。

 

既発行
普通株
式数

交付普
通株式
数

１株あ
たりの
払込金
額

調整後

転換価

額

調整前

転換価

額

＋
×

＝ × 時価

既発行普通株式数 

＋交付普通株式数

「既発行普通株式数」は、当社普
通株式の株主(以下「当社普通株
主」という。)に割当てを受ける
権利を与えるための基準日が定め
られている場合はその日、また、
当該基準日が定められていない場
合は、調整後の転換価額を適用す
る日の１か月前の日における当社
の発行済普通株式数から当該日に
おける当社の有する当社普通株式
数を控除し、当該転換価額の調整
前に、「交付普通株式数」とみな
された当社普通株式のうち未だ交
付されていない当社普通株式の株
式数を加えるものとする。なお、
当社普通株式の株式分割が行われ
る場合には、転換価額調整式で使
用する交付普通株式数は、基準日
における当社の有する当社普通株
式に関して増加した当社普通株式
数を含まないものとする。

(5)新株予約権の行使により株式を発
行する場合の株式の発行価格及
び資本組入額

①新株予約権の行使により株式を発
行する場合の株式１株の発行価格
本新株予約権の行使により発行す
る当社普通株式１株の発行価格
は、「新株予約権の行使時の払込
金額」欄②記載の転換価額(ただ
し、「新株予約権の行使時の払込
金額」欄③または④によって修正
または調整された場合は修正後ま
たは調整後の転換価額)とする。

②本新株予約権の行使により株式を
発行する場合における増加する資
本金および資本準備金
本新株予約権の行使により株式を
発行する場合の増加する資本金の
額は、会社計算規則第40条の定め
るところに従って算出された資本
金等増加限度額に0.5を乗じた金
額とし、計算の結果１円未満の端
数を生ずる場合は、その端数を切
り上げるものとする。増加する資
本準備金の額は、資本金等増加限
度額より増加する資本金の額を減
じた額とする。



 
  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

(6)新株予約権の行使期間及び条件

本新株予約権付社債の社債権者
は、平成18年11月１日から平成20
年10月30日までの間、いつでも、
本新株予約権を行使することがで
きる。ただし、行使可能期間は、
①当社が、本社債を繰上償還する
場合は、償還日の前銀行営業日ま
で、②当社が、本新株予約権付社
債の社債権者の請求により本社債
を繰上償還する場合は、当該本新
株予約権付社債券が野村信託銀行
株式会社本店に提出された時ま
で、③当社が、本社債を消却する
場合は、当社が本社債を消却した
時まで、④当社が本社債につき期
限の利益を喪失した場合には、期
限の利益を喪失した時までとす
る。上記いずれの場合も、平成20
年10月30日より後に本新株予約権
を行使することはできない。ま
た、各本新株予約権の一部行使は
できないものとする。

10．手取金の使途
発行手取概算額2,967百万円につ
いては、2,600百万円程度を豪州
子会社を通じてリデル炭鉱生産設
備増強資金に、残額を運転資金に
充当する予定であります。



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

 
  

前中間会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間会計期間末

(平成18年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)
 
 

Ⅰ 流動資産

１ 現金及び預金 ※２ 7,216 5,904 7,353

２ 受取手形 ※４ 4,419 4,516 4,991

３ 売掛金 ※２ 4,481 4,645 3,867

４ 有価証券 ※２ ― 15 15

５ たな卸資産 450 103 146

６ その他 ※５ 671 534 1,955

  貸倒引当金 △ 497 △339 △480

流動資産合計 16,741 43.9 15,379 43.1 17,849 45.7 

Ⅱ 固定資産

１ 有形固定資産

(1) 建物
※１ 
 ２

3,758 3,475 3,499

(2) 土地 ※２ 9,485 9,671 9,626

(3) その他
※１ 
 ２

909 341 356

有形固定資産合計 14,153 13,488 13,482

２ 無形固定資産 0 0 0

３ 投資その他の資産

(1) 投資有価証券 ※２ 3,126 1,943 2,904

(2) 関係会社株式 2,760 2,733 2,760

(3) 関係会社長期貸付金 1,357 2,261 2,232

(4) 関係会社 

  長期未収入金
4,261 4,321 4,321

(5) その他 846 610 765

 貸倒引当金 △ 5,179 △5,102 △5,268

投資その他の資産合計 7,171 6,768 7,715

固定資産合計 21,326 56.0 20,257 56.8 21,198 54.2

Ⅲ 繰延資産 39 0.1 26 0.1 36 0.1

資産合計 38,107 100.0 35,662 100.0 39,084 100.0 



 
  

前中間会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間会計期間末

(平成18年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

１ 支払手形 ※４ 2,970 4,067 3,762

２ 買掛金 3,157 2,511 2,933

３ 短期借入金 ※２ 8,467 7,475 7,776

４ １年以内償還社債 ※２ 1,400 180 240

５ 未払法人税等 11 15 36

６ 賞与引当金 41 11 12

７ その他 ※５ 770 661 1,497

流動負債合計 16,820 44.2 14,923 41.9 16,259 41.6

Ⅱ 固定負債

１ 社債 ※２ 1,940 2,160 2,200

２ 長期借入金 ※２ 7,261 5,755 7,666

３ 再評価に係る
  繰延税金負債

177 180 180

４ 繰延税金負債 553 282 493

５ 退職給付引当金 275 202 215

６ 国内炭事業
  整理損失引当金

3,340 3,463 3,280

７ 訴訟損失引当金 1,700 ― ―

８ その他 312 380 288

固定負債合計 15,561 40.8 12,425 34.8 14,324 36.7

負債合計 32,381 85.0 27,348 76.7 30,584 78.3

(資本の部)

Ⅰ 資本金 4,824 12.7 ― ― 4,824 12.3

Ⅱ 資本剰余金

   資本準備金 2,472 ― 2,472

資本剰余金合計 2,472 6.5 ― ― 2,472 6.3

Ⅲ 利益剰余金

１ 利益準備金 460 ― 460

２ 任意積立金 4,558 ― 4,558

３ 中間(当期)未処理損失 7,032 ― 4,165

利益剰余金合計 △2,012 △5.3 ― ― 853 2.2

Ⅳ 土地再評価差額金 △371 △1.0 ― ― △374 △1.0

Ⅴ その他有価証券 
  評価差額金

815 2.1 ― ― 726 1.9

Ⅵ 自己株式 △2 △0.0 ― ― △2 △0.0

資本合計 5,725 15.0 ― ― 8,500 21.7

負債資本合計 38,107 100.0 ― ― 39,084 100.0 



 

前中間会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間会計期間末

(平成18年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

１ 資本金 ― ― 4,824 13.5 ― ―

２ 資本剰余金

  資本準備金 ― 2,472 ―

   資本剰余金合計 ― ― 2,472 6.9 ― ―

３ 利益剰余金

  (1) 利益準備金 ― 460 ―

  (2) その他利益剰余金

    特別償却積立金 ― 19 ―

    固定資産圧縮積立金 ― 3,476 ―

    別途積立金 ― 1,000 ―

    繰越利益剰余金 ― △3,862 ―

   利益剰余金合計 ― ― 1,094 3.1 ― ―

４ 自己株式 ― ― △2 △0.0 ― ―

   株主資本合計 ― ― 8,389 23.5 ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等

１ その他有価証券 
  評価差額金

― 299 ―

２ 土地再評価差額金 ― △374 ―

   評価・換算差額等 
   合計

― ― △75 △0.2 ― ―

純資産合計 ― ― 8,314 23.3 ― ―

負債純資産合計 ― ― 35,662 100.0 ― ―



② 【中間損益計算書】 

  

 
  

前中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 24,457 100.0 22,087 100.0 48,507 100.0

Ⅱ 売上原価 23,550 96.3 21,318 96.5 46,630 96.1

    売上総利益 907 3.7 769 3.5 1,876 3.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,025 4.2 751 3.4 2,073 4.3

    営業利益又は 
    営業損失(△)

△118 △0.5 18 0.1 △196 △0.4

Ⅳ 営業外収益 ※１ 732 3.0 651 3.0 1,548 3.2

Ⅴ 営業外費用 ※２ 277 1.1 276 1.3 520 1.1

    経常利益 336 1.4 393 1.8 831 1.7

Ⅵ 特別利益 ※３ 160 0.6 354 1.6 4,215 8.7

Ⅶ 特別損失
※４ 
 ５

3,501 14.3 448 2.0 5,176 10.7

  税引前中間純利益又は税引 
  前中間(当期)純損失(△)

△3,004 △12.3 299 1.4 △129 △0.3

  法人税、住民税及び事業税 5 5 14

  法人税等調整額 △467 △462 △1.9 52 58 0.3 △467 △453 △0.9

  中間(当期)純利益 
  又は中間純損失(△)

△2,542 △10.4 241 1.1 324 0.6

  前期繰越損失 5,178 ― 5,178

  土地再評価差額金取崩額 688 ― 688

  中間(当期)未処理損失 7,032 ― 4,165



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

 
（注）平成18年６月の定時株主総会における損失処理項目である。 

株主資本

資本金

資 本 

剰余金
利益剰余金

自己株式
株主資本

合計資 本 

準備金

利 益 

準備金

その他利益剰余金

利益剰余

金合計特別償却

積立金

固定資産

圧縮積立

金

別 途 

積立金

繰越利益

剰余金

平成18年３月31日残高 

(百万円)
4,824 2,472 460 24 3,534 1,000 △4,165 853 △2 8,148

中間会計期間中の変動額

  特別償却積立金の取崩 

  (注)
△5 5 ― ―

 固定資産圧縮積立金の 

  取崩(注)
△57 57 ― ―

 中間純利益 241 241 241

 自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額(純額)

中間会計期間中の変動額合計 

(百万円)
― ― ― △5 △57 ― 303 241 △0 240

平成18年９月30日残高 

(百万円)
4,824 2,472 460 19 3,476 1,000 △3,862 1,094 △2 8,389

評価・換算差額等

純資産合計その他 

有価証券 

評価差額金

土地再評価 

差額金

評価・換算 

差額等合計

平成18年３月31日残高 

(百万円)
726 △374 351 8,500

中間会計期間中の変動額

 特別償却積立金の取崩  

  (注)
―

 固定資産圧縮積立金の  

 取崩(注)
―

 中間純利益 241

 自己株式の取得 △0

 株主資本以外の項目の中間 

 会計期間中の変動額(純額)
△426 ― △426 △426

中間会計期間中の変動額合計 

(百万円)
△426 ― △426 △186

平成18年９月30日残高 

(百万円)
299 △374 △75 8,314



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  
前中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１ 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券
①子会社株式及び関連会社株式
 総平均法による原価法
②その他有価証券
時価のあるもの

中間決算日の市場価格等
に基づく時価法（評価差額
は全部資本直入法により処
理し、売却原価は総平均法
により算定）
時価のないもの
 総平均法による原価法

１ 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券
①子会社株式及び関連会社株式

    同左
②その他有価証券
時価のあるもの

中間決算日の市場価格等
に基づく時価法（評価差額
は全部純資産直入法により
処理し、売却原価は総平均
法により算定）
時価のないもの
  同左

１ 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券
①子会社株式及び関連会社株式
   同左
②その他有価証券
時価のあるもの
期末日の市場価格等に基
づく時価法（評価差額は全
部資本直入法により処理
し、売却原価は総平均法に
より算定）

時価のないもの
 同左

(2) デリバティブ
時価法

(2) デリバティブ
   同左

(2) デリバティブ
  同左

(3) たな卸資産
①商品、製品、原材料、仕掛
品、貯蔵品
光コンポーネント事業の
商品、製品、原材料、
仕掛品、貯蔵品
 移動平均法による原価法
スーパー事業の商品
 売価還元原価法
燃料事業の商品
 個別法による原価法
建機材事業の商品
 移動平均法による原価法

(3) たな卸資産
①商品、貯蔵品
スーパー事業の商品
 売価還元原価法
燃料事業の商品・貯蔵品
 個別法による原価法
建機材事業の商品
 移動平均法による原価法

(3) たな卸資産
①商品、製品、原材料、仕掛
品、貯蔵品
光コンポーネント事業の
商品、製品、原材料、
仕掛品、貯蔵品

  移動平均法による原価法
スーパー事業の商品
売価還元原価法

燃料事業の商品・貯蔵品
個別法による原価法
建機材事業の商品・貯蔵品
移動平均法による原価法

上記以外の商品・原材料
 最終仕入原価法

上記以外の商品・原材料
移動平均法による原価法

②販売用不動産
 個別法による原価法

②販売用不動産
 同左

②販売用不動産
同左

２ 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産

建物(建物附属設備を除
く)は定額法、建物以外につ
いては定率法を採用してい
る。(但し、機械装置の一部
については定額法を採用し
ている。)
 なお、主な耐用年数は以
下のとおりである。
建物  ３～50年

２ 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
 建物(建物附属設備を除く)
は定額法、建物以外について
は定率法を採用しておりま
す。(但し、機械装置の一部
については定額法を採用して
おります。)
 なお、主な耐用年数は以下
のとおりであります。
建物  ３～50年

２ 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産

同左

(2) 無形固定資産
 定額法を採用している。 
 
なお、自社利用のソフト
ウェアについては、社内に
おける利用可能期間(５年)
に基づく定額法を採用して
いる。

(2) 無形固定資産
 定額法を採用しておりま
す。
 なお、自社利用のソフトウ
ェアについては、社内におけ
る利用可能期間(５年)に基づ
く定額法を採用しておりま
す。

(2) 無形固定資産
同左

３ 繰延資産の処理方法
社債発行費
 商法施行規則の規定により最
長期間(３年)で毎期均等額償却

３ 繰延資産の処理方法
社債発行費
 ３年で毎期均等額償却

３ 繰延資産の処理方法
社債発行費
商法施行規則の規定により最

長期間(３年)で毎期均等額償却 
 なお、第１回無担保転換社債
型新株予約権付社債について
は、当事業年度において全て転
換しましたので全額費用処理し
ております。



 
  

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

４ 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失
に備えるため、一般債権に
ついては貸倒実績率によ
り、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収
可能性を検討し、回収不能
見込額を計上している。

４ 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
 債権の貸倒れによる損失
に備えるため、一般債権に
ついては貸倒実績率によ
り、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収
可能性を検討し、回収不能
見込額を計上しておりま
す。

４ 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金

同左

(2) 賞与引当金

従業員に対して支給する

賞与の支出に充てるため、

将来の支給見込額のうち当

中間会計期間の負担額を計

上している。

(2) 賞与引当金

 従業員に対して支給する

賞与の支出に充てるため、

将来の支給見込額のうち当

中間会計期間の負担額を計

上しております。

(2) 賞与引当金

従業員に対して支給する

賞与の支出に充てるため、将

来の支給見込額のうち当期の

負担額を計上しております。

(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備え

るため、当期末における退
職給付債務及び年金資産の
見込額に基づき、当中間会
計期間末において発生して
いると認められる額を計上
している。
数理計算上の差異につい

ては、各期の発生時の従業

員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数（５年）によ

る按分額をそれぞれ発生の

翌期から費用処理してい

る。

(3) 退職給付引当金
 従業員の退職給付に備え
るため、当期末における退
職給付債務及び年金資産の
見込額に基づき、当中間会
計期間末において発生して
いると認められる額を計上
しております。
数理計算上の差異につい

ては、各期の発生時の従業

員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数（５年）によ

る按分額をそれぞれ発生の

翌期から費用処理しており

ます。

(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備え
るため、当期末における退
職給付債務及び年金資産の
見込額に基づき計上してお
ります。
数理計算上の差異につい

ては、各期の発生時の従業

員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数（５年）によ

る按分額をそれぞれ発生の

翌期から費用処理しており

ます。

 (会計方針の変更)
当中間会計期間より「『退職

給付に係る会計基準』の一部

改正」(企業会計基準第３号

平成17年３月16日)及び「『退

職給付に係る会計基準』の一

部改正に関する適用指針」(企

業会計基準適用指針第７号

平成17年３月16日)を適用して

ております。 

 これによる影響はない。

 ――――― (会計方針の変更)
 当事業年度より「『退職給付

に係る会計基準』の一部改正」

(企業会計基準第３号 平成17

年３月16日)及び「『退職給付

に係る会計基準』の一部改正に

関する適用指針」(企業会計基

準適用指針第７号 平成17年３

月16日)を適用してておりま

す。  

 これによる影響はありませ

ん。

(4) 国内炭事業整理損失引当金

国内炭事業撤退に伴い発

生する損失に備えるため、

当該事業の整理にかかる損

失見込額を計上している。

なお、当該引当金は、連

結子会社である松島炭鉱株

式会社が経営していた池島

炭鉱の閉山(平成13年11月

29日)に伴い計上したもの

である。

(4) 国内炭事業整理損失引当金

 国内炭事業撤退に伴い発

生する損失に備えるため、

当該事業の整理にかかる損

失見込額を計上しておりま

す。

 なお、当該引当金は、連

結子会社である松島炭鉱株

式会社が経営していた池島

炭鉱の閉山(平成13年11月29

日)に伴い計上したものであ

ります。

(4) 国内炭事業整理損失引当金
同左



 
  

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

(5) 訴訟損失引当金
 じん肺訴訟に係り発生する

可能性のある損失に備えるた

め、現在係争中の４訴訟９事

件（原告ら元従業員総数201

名、請求総額6,598百万円）

のうち、２訴訟４事件（原告

ら元従業員総数123名、請求

総額4,046百万円）にかかる

損失見込額を計上している。

――――― ―――――

５ リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース

取引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会

計処理によっている。

５ リース取引の処理方法

 リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース

取引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。

５ リース取引の処理方法

同左

６ ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用し

ている。

なお、特例処理の要件を

満たしている金利スワップ

については特例処理によっ

ている。

６ ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

 繰延ヘッジ処理を採用し

ております。

 なお、特例処理の要件を

満たしている金利スワップ

及び金利キャップについて

は特例処理によっておりま

す。

６ ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

同左

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

変動金利による借入金の

金利変動リスクを軽減する

ため、その一部について変

動金利を固定化する金利ス

ワップ取引を行っている。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

 借入金の金利変動リスク

を軽減するため、その一部

について変動金利を固定化

する金利スワップ、金利キ

ャップ取引を行っておりま

す。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(3) ヘッジ方針

金利変動リスクヘッジを

行うことを目的として利用

範囲や取組方針等について

定めた規定に基づき行って

いる。

(3) ヘッジ方針

 金利変動リスクヘッジを

行うことを目的として利用

範囲や取組方針等について

定めた規定に基づき行って

おります。

(3) ヘッジ方針

同左

(4) ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象の相場変動、

キャッシュ・フローとヘッ

ジ手段の間に高い相関性が

あることを確認し、有効性

の評価としている。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

 ヘッジ対象の相場変動、

キャッシュ・フローとヘッ

ジ手段の間に高い相関性が

あることを確認し、有効性

の評価としております。  

 ただし、特例処理によっ

ている金利スワップについ

ては、有効性の評価を省略

しております。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

 ヘッジ対象の相場変動、

キャッシュ・フローとヘッ

ジ手段の間に高い相関性が

あることを確認し、有効性

の評価としております。



 
  

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

７ その他中間財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項

７ その他中間財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項

７ その他財務諸表作成のための

基本となる重要な事項

(1) 中間会計期間に係る納付税

額及び法人税等調整額

中間会計期間に係る納付

税額及び法人税等調整額

は、当期において予定して

いる利益処分による圧縮積

立金及び特別償却積立金の

取崩しを前提として、当中

間会計期間に係る金額を計

算している。

(1) 中間会計期間に係る納付税

額及び法人税等調整額

 中間会計期間に係る納付

税額及び法人税等調整額

は、当期において予定して

いる圧縮積立金及び特別償

却積立金の取崩しを前提と

して、当中間会計期間に係

る金額を計算しておりま

す。

―――――

(2) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の

会計処理は、税抜方式によ

っている。

(2) 消費税等の会計処理

 消費税及び地方消費税の

会計処理は、税抜方式によ

っております。

 消費税等の会計処理

同左



会計処理の変更 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

（固定資産の減損に係る会計基準）
 当中間会計期間から「固定資産の

減損に係る会計基準」（「固定資産

の減損に係る会計基準の設定に関す

る意見書」（企業会計審議会 平成

14年８月９日））及び「固定資産の

減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準委員会 平成15年10

月31日 企業会計基準適用指針第６

号）を適用している。 

 これにより税引前中間純損失が

1,554百万円増加している。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の中間財務諸表等規則に

基づき当該各資産の金額から直接控

除している。

―――――

 

（固定資産の減損に係る会計基準）
 当事業年度から「固定資産の減損

に係る会計基準」（「固定資産の減

損に係る会計基準の設定に関する意

見書」（企業会計審議会 平成14年

８月９日））及び「固定資産の減損

に係る会計基準の適用指針」（企業

会計基準委員会 平成15年10月31日

企業会計基準適用指針第６号）を適

用しております。  

 これにより税引前当期純損失が

1,538百万円増加しております。  

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の財務諸表等規則に基づ

き当該各資産の金額から直接控除し

ております。

――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に 

関する会計基準） 

 当中間会計期間より、「貸借対照 

表の純資産の部の表示に関する会計 

基準」（企業会計基準第５号 平成 

17年12月９日）及び「貸借対照表の 

純資産の部の表示に関する会計基準 

等の適用指針」（企業会計基準適用 

指針第８号 平成17年12月９日）を 

適用しております。 

 これまでの資本の部の合計に相当 

する金額は、8,314百万円でありま

す。 

 なお、当中間会計期間における中 

間貸借対照表の純資産の部について

は、中間財務諸表等規則の改正に伴

い、改正後の中間財務諸表等規則に

より作成しております。

―――――



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

 
  

前中間会計期間末 
(平成17年９月30日)

当中間会計期間末
(平成18年９月30日)

前事業年度末 
(平成18年３月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は7,043百万円である。

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は6,054百万円であります。

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は5,980百万円であります。

※２ 担保資産及び担保付債務

   担保に供している資産及び担

保付借入金等は次のとおりで

ある。

  (1) 社債及び借入金に対する担

保資産

※２ 担保資産及び担保付債務

   担保に供している資産及び担

保付借入金等は次のとおりで

あります。

  (1) 社債及び借入金に対する担

保資産

※２ 担保資産及び担保付債務

   担保に供している資産及び担

保付借入金等は次のとおりであ

ります。

  (1) 社債及び借入金に対する担

保資産

 

建物 3,531 百万円

土地 8,198 〃

その他の有形固定資産

(機械及び装置) 22 〃

(船舶) 197 〃

投資有価証券 785 〃

計 12,735 百万円

上 記 の 他 に、MITSUI  MATSUSHIMA 
INTERNATIONAL PTY.LTD.が保有する
投資有価証券550百万円(6百万A$)を
担保として差し入れている。

 

売掛金 1,139 百万円

建物 3,410 〃

土地 8,104 〃

その他の有形固定資産

(船舶) 169 〃

投資有価証券 525 〃

計 13,350 百万円

 上記の他に、MITSUI MATSUSHIMA 
INTERNATIONAL PTY.LTD.が保有する
投資有価証券631百万円(7百万A$)を
担保として差し入れております。

 

建物 3,464 百万円

土地 8,198 〃

その他の有形固定資産

(船舶) 182 〃

投資有価証券 913 〃

計 12,759 百万円

上記の他に、MITSUI MATSUSHIMA 
INTERNATIONAL PTY.LTD.が保有する
投資有価証券611百万円を担保とし
て差し入れております。

 

    担保付債務は次のとおりで

ある。

長期及び 
短期借入金

10,706 百万円

１年以内 
償還社債

1,200 〃

社債 1,840 〃

関係会社の 
借入金

945 〃

計 14,691 百万円
 

    担保付債務は次のとおりで

あります。

長期及び
短期借入金

9,914 百万円

１年以内
償還社債

80 〃

社債 2,160 〃

関係会社の
借入金

859 〃

計 13,013 百万円
 

    担保付債務は次のとおりで

あります。

長期及び
短期借入金

10,721 百万円

１年以内
償還社債

40 〃

社債 2,200 〃

関係会社の
借入金

944 〃

計 13,905 百万円

  (2) 営業取引等の保証に供して

いる担保資産

預金 216 百万円

投資有価証券 15 〃

計 231 百万円

  (2) 営業取引等の保証に供して

いる担保資産

預金 110 百万円

有価証券 15 〃

計 125 百万円

 (2) 営業取引等の保証に供して

いる担保資産

預金 159 百万円

有価証券 15 〃

計 174 百万円

    担保付債務は次のとおりで

ある。

   営業保証

   宅建業保証

    担保付債務は次のとおりで

あります。

   営業保証

   宅建業保証

    担保付債務は次のとおりで

あります。

   営業保証

   宅建業保証



 
  

前中間会計期間末 
(平成17年９月30日)

当中間会計期間末
(平成18年９月30日)

前事業年度末 
(平成18年３月31日)

 

３ 保証債務

関係会社

松島炭鉱㈱ 9,986百万円

松島建材㈱ 70 〃

㈱松島電機
製作所

218 〃

松島建設 
工業㈱

282 〃

計 10,557百万円
 

３ 保証債務

関係会社

松島炭鉱㈱ 9,737百万円

松島建材㈱ 63 〃

㈱松島電機
製作所

244 〃

松島建設
工業㈱

142 〃

計 10,186百万円
 

３ 保証債務

関係会社

松島炭鉱㈱ 9,986 百万円

松島建材㈱ 66 〃

㈱松島電機
製作所

195 〃

松島建設
工業㈱

110 〃

計 10,359 百万円

――――― ※４ 中間会計期間末日満期手形の

会計処理については、手形交換

日をもって決済処理しておりま

す。 

 なお、当中間会計期間の末日

は金融機関の休日であったた

め、次の満期手形が中間会計期

間末日残高に含まれておりま

す。 

 受取手形      92百万円 

 支払手形   1,010 〃

―――――

※５ 消費税等の取扱い 

 仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺のうえ、金額的重要性

が乏しいため、流動資産の「そ

の他」に含めて表示している。

※５ 消費税等の取扱い 

 仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺のうえ、金額的重要性

が乏しいため、流動負債の「そ

の他」に含めて表示しておりま

す。

―――――



(中間損益計算書関係) 

  

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

※１ 営業外収益のうち主要項目

受取利息 18 百万円

受取配当金 683 〃

※１ 営業外収益のうち主要項目

受取利息 29 百万円

受取配当金 578 〃

※１ 営業外収益のうち主要項目

受取利息 44 百万円

受取配当金 1,458 〃

※２ 営業外費用のうち主要項目

支払利息 188 百万円

※２ 営業外費用のうち主要項目

支払利息 157 百万円

※２ 営業外費用のうち主要項目

支払利息 356 百万円

 

※３ 特別利益のうち主要項目

投資有価証券
売却益

142 百万円

貸倒引当金戻
入益

14 百万円

 

※３ 特別利益のうち主要項目

投資有価証券
売却益

115 百万円

貸倒引当金戻
入益

238 百万円

※３ 特別利益のうち主要項目

投資有価証券
売却益

419 百万円

関係会社株式
売却益

3,674 百万円

貸倒引当金
戻入益

53 百万円

 

※４ 特別損失のうち主要項目

関係会社貸倒 
引当金繰入額

222 百万円

国内炭事業 
整理損失 
引当金繰入額

1,481 〃

役員退職 
慰労金

108 〃

減損損失 1,570 〃

※４ 特別損失のうち主要項目

投資有価証券
評価損

112 百万円

関係会社貸倒 
引当金繰入額

46 〃

国内炭事業 
整理損失  
引当金繰入額

183 〃

役員退職 
慰労金

106 〃

※４ 特別損失のうち主要項目

関係会社貸倒
引当金繰入額

273 百万円

国内炭事業  
整理損失  
引当金繰入

1,481 〃

役員退職
慰労金

108 〃

減損損失 1,570 〃
訴訟関連損失 1,505 〃

 

※５ 減損損失
 当社は、以下の資産グループに
ついて減損損失を計上している。

用途・場所 種類
金額 

(百万円)

スーパー事業部 

店舗(３店舗・ 

福岡県 

太宰府市他）

建物、その他

無形固定資産

リース資産

218

建機材、不動

産事業部 

貸与等資産(福

岡県飯塚市他)

建物、土地 

その他
186

遊休資産(福岡

県福津市他)

建物、土地 

その他 

無形固定資産

1,166

計 1,570

（経緯） 
 店舗（３店舗）にいては、小売業
界の競合激化によって収益力が低下
したことにより回収可能価額まで減
額し、当該減少額を減損損失として
特別損失に計上している。その内訳
は、建物170百万円、その他(工具器
具備品他)47百万円である。 
 貸与等資産については、事業環境
の変化に伴い収益性が低下したこと
により、また遊休資産については、
その将来の用途が定まっていないこ
とから、回収可能価額まで減額し、
当該減少額を減損損失として特別損
失に計上している。貸与等資産の内
訳は、土地166百万円、その他(機械
装置他)19百万円である。遊休資産の
内訳は、建物58百万円、土地1,084百
万円、その他(構築物他)23百万円で
ある。

―――――

 

 

※５ 減損損失
当社は、以下の資産グループに

ついて減損損失を計上しておりま
す。

用途・場所 種類
金額 

(百万円)

スーパー事業部

店舗(３店舗・ 

福岡県 

太宰府市他）

建物、その他

無形固定資産

リース資産

218

建機材、不動

産事業部 

貸与等資産(福

岡県飯塚市他)

建物、土地 

その他
186

遊休資産(福岡

県福津市他)

建物、土地 

その他 

無形固定資産

1,166

計 1,570

（経緯） 
 店舗（３店舗）にいては、小売業
界の競合激化によって収益力が低下
したことにより回収可能価額まで減
額し、当該減少額を減損損失として
特別損失に計上しております。その
内訳は、建物170百万円、その他(工
具器具備品他)47百万円であります。 
 貸与等資産については、事業環境
の変化に伴い収益性が低下したこと
により、また遊休資産については、
その将来の用途が定まっていないこ
とから、回収可能価額まで減額し、
当該減少額を減損損失として特別損
失に計上しております。貸与等資産
の内訳は、土地166百万円、その他
(機械装置他)19百万円であります。
遊休資産の内訳は、建物58百万円、
土地1,084百万円、その他(構築物他)
23百万円であります。



 
  

  

  

(中間株主資本等変動計算書関係) 

  

当中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 
  
自己株式に関する事項 

   
(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

  

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

（グルーピングの方法） 
 当社は、事業部門別を基本にグル
ーピングを行っている。ただし、ス
ーパー事業部門については、店舗別
を、不動産事業部門及び遊休資産に
ついては、それぞれの個別物件別を
基本単位として取り扱っている。 
（回収可能価額及び算定方法等） 
正味売却価額 
不動産鑑定評価基準

（グルーピングの方法）  
 当社は、事業部門別を基本にグル
ーピングを行っております。ただ
し、スーパー事業部門については、
店舗別を、不動産事業部門及び遊休
資産については、それぞれの個別物
件別を基本単位として取り扱ってお
ります。  
（回収可能価額及び算定方法等）  
正味売却価額  
不動産鑑定評価基準

６ 減価償却実施額

有形固定資産 167 百万円

無形固定資産 0 〃

５ 減価償却実施額

有形固定資産 90 百万円

無形固定資産 0 〃

６ 減価償却実施額

有形固定資産 316 百万円

無形固定資産 0 〃

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式(株) 12,985 1,304 ― 14,289



(リース取引関係) 
  

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び中間期末残

高相当額

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額

 

その他 

機械装置

及び 

運搬具

その他 
工具器具
備品

 
 
合計

(百万円) (百万円) (百万円)

取得価額 

相当額
2,116 66 2,183

減価償却 

累計額 

相当額

833 46 879

減損損失 
累計額 
相当額

― 1 1

中間期末 
残高 
相当額

1,283 18 1,301

 

その他 

機械装置

及び 

運搬具

その他 
工具器具
備品

 
 

合計

(百万円) (百万円) (百万円)

取得価額 

相当額
23 19 42

減価償却 

累計額 

相当額

6 11 17

中間期末 
残高 
相当額

17 7 25
 

その他 

機械装置

及び 

運搬具

その他 
工具器具
備品

 
 

合計

(百万円) (百万円) (百万円)

取得価額 
相当額 32 19 52

減価償却 
累計額 
相当額

16 8 25

期末残高 
相当額

16 10 27

  なお、取得価額相当額は、未経

過リース料中間期末残高が有形固

定資産の中間期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法

により算定している。

 なお、取得価額相当額は、未経

過リース料中間期末残高が有形固

定資産の中間期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法

により算定しております。

 なお、取得価額相当額は、未経
過リース料期末残高が有形固定資
産の期末残高等に占める割合が低
いため、支払利子込み法により算
定しております。 
 また、光コンポーネント事業部
の分社化により全事業年度末に比
べ、リース物件が減少しておりま
す。

 

② 未経過リース料中間期末残高相
当額及びリース資産減損勘定中
間期末残高 
 
未経過リース料中間期末残高相
当額

１年以内 294 百万円

１年超 1,006 〃

合計 1,301 百万円

リース資産減損勘定中間期末 
残高

0 百万円

 

② 未経過リース料中間期末残高相
当額 
 
 
 
 

１年以内 10 百万円

１年超 14 〃

合計 25 百万円

 

② 未経過リース料期末残高相当額

 

 

 

 

１年以内 10 百万円

１年超 16 〃

合計 27 百万円

  なお、未経過リース料中間期末

残高相当額は、未経過リース料中

間期末残高が有形固定資産の中間

期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定し

ている。

 なお、未経過リース料中間期

末残高相当額は、未経過リース

料中間期末残高が有形固定資産

の中間期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法に

より算定しております。

  なお、未経過リース料期末残高

相当額は、未経過リース料期末残

高が有形固定資産の期末残高等に

占める割合が低いため、支払利子

込み法により算定しております。

③ 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、及び減損損失

支払リース料 148百万円
リース資産減損

勘定の取崩額
1 〃

減価償却費 
相当額

148 〃

減損損失 1 〃

 

③ 支払リース料及び減価償却費相

当額

支払リース料 4百万円

減価償却費
相当額

4 〃

③ 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額及び減損損失

支払リース料 247百万円
リース資産減損

勘定の取崩額
1 〃

減価償却費
相当額

245 〃

減損損失 1 〃

④ 減価償却費相当額の算定方法

   リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法によ

っている。

④ 減価償却費相当額の算定方法

 リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法によ

っております。

④ 減価償却費相当額の算定方法

同左



(有価証券関係) 
  
前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式

で時価のあるものはありません。 

  

(１株当たり情報) 

  

 
(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
  

２ １株当たり中間(当期)純利益又は中間純損失 

 
  

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 

１株当たり純資産額 69.38円

１株当たり中間純損失 36.88円

なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、１株当たり

中間純損失であり、また、潜在株式

が存在しないため記載していない。

 

１株当たり純資産額 100.74円

１株当たり中間純利益 2.92円

なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、潜在株式が

存在しないため記載しておりませ

ん。

 

１株当たり純資産額 103.00円

１株当たり当期純利益 4.30円

なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、潜在株式が

存在しないため記載しておりませ

ん。

前中間会計期間末
（平成17年９月30日)

当中間会計期間末
（平成18年９月30日)

前事業年度末
（平成18年３月31日)

中間貸借対照表の 
純資産の部の合計額

― 8,314 百万円 ―  

普通株式に係る純資産額 ― 8,314 百万円 ―

普通株式の発行済株式数 ― 82,538,203 株 ―

普通株式の自己株式数 ― 14,289 株 ―

１株当たり純資産額の算定  
に用いられた普通株式の数

― 82,523,914 株 ―

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

中間(当期)純利益 
又は中間純損失(△)

△2,542 百万円 241 百万円 324 百万円

普通株主に帰属しない金額 ― ― ―

普通株式に係る中間(当期)純
利益又は中間純損失(△)

△2,542 百万円 241 百万円 324 百万円

普通株式の期中平均株式数 68,927,196 株 82,524,660 株 75,203,316 株



(重要な後発事象) 

  
  

 
  

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 

 

 当社は、平成17年12月２日の当社

取締役会において、商法374条ノ６

に定める簡易分割の方式を用いて、

当社の光コンポーネント事業部門を

新設分割により分社するための分割

計画書を承認した。
 (1)承継する会社の内容

名称 松島光コンポーネント㈱

住所 
 

福岡市博多区那珂４丁目
20番33号

代表者
代表取締 
役社長

米澤 祥一郎

資本金 100百万円

事業の 
内 容 
 
      

各種精密機械用レンズ、
光ファイバー部品及び機
械、光学部品製造機器の
製造、販売並びに輸出入

 (2)当該分割の目的
 当社は、光コンポーネント事

業部の更なる成長を目的とし

て、同事業の分社型新設分割を

実施することとした。新会社

は、当社グループの一員として

の一体性を維持しつつ、独立し

た事業主体として経営責任の明

確化・意思決定の迅速化を図る

とともに、他企業との有効なア

ライアンス構築(共同事業、事

業提携、資本提携など)の検討

などを通じて、対象事業の更な

る発展のための事業基盤を強化

していく。
 (3)分割の方法
 当社を分割会社とし、新たに

設立する松島光コンポーネント

株式会社を承継会社とする分社

型新設分割である。 

 なお、商法第374条ノ６に定

める簡易分割として、商法374

条第１項に定める株主総会の承

認を得ず、当社の取締役会の決

議を得たうえで、本件会社分割

を行う。
 (4)分割の日程
分割計画 
書承認取 
締役会

平成17年12月２日

分割期日 平成18年２月１日

分割登記 
        

平成18年２月１日 
     (予定)

 (5)株式の割当
 本件会社分割に際して、新設

会社が新たに発行する普通株式

2,000株は、その全てを当社に

割り当てるものとする。

 

 「第５ 経理の状況」「(1)中間

連結財務諸表」（重要な後発事象）

に記載のとおりであります。

―――――



 
  

  

(2) 【その他】 

  該当事項はありません。 

  

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 

(6)承継する資産・負債及び従業員
の数

 ①承継する資産・負債の金額

(平成17年９月30日現在)

項 目 帳簿価額

流動資産 306百万円

固定資産 757 〃

資産合計 1,063百万円

項 目 帳簿価額

流動負債 84百万円

固定負債 74 〃

負債合計 158百万円

(注)上記の金額は、分割時の実際
に承継する金額と異なる可能
性がある。

 ②従業員の数  152名



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

(1) 有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度 第150期(自 平成17年４月１日至 平成18年３月31日) 平成18年６月29日福岡財務支局長に

提出 

  

(2) 有価証券報告書の訂正報告書 

事業年度 第150期(自 平成17年４月１日至 平成18年３月31日) 平成18年11月17日福岡財務支局長に

提出 

  

(3) 有価証券届出書及びその添付書類 新株予約権付社債発行 

平成18年10月16日福岡財務支局長に提出 

  

  



該当事項はありません。 

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成17年12月22日

三 井 松 島 産 業 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている三井松島産業株式会

社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日ま

で）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシ

ュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場か

ら中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表

には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理

的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われ

ている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠し

て、三井松島産業株式会社及び連結子会社の平成17年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成

17年４月１日から平成17年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認め

る。 

  

追記情報 

 会計処理の変更に記載されているとおり、会社は当中間連結会計期間から固定資産の減損に係る会計基準が適用されることとなる

ため、この基準により中間連結財務諸表を作成している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士  丸 林 信 幸 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士  藤 田 和 子 

      



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成18年12月14日

三 井 松 島 産 業 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている三井松島産業株式会

社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日ま

で）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結

キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立

の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表

には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理

的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われ

ている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠し

て、三井松島産業株式会社及び連結子会社の平成18年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成

18年４月１日から平成18年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認め

る。 

  

追記情報 

 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、平成18年10月16日開催の取締役会において、転換社債型新株予約権付社債の発

行を決議し、平成18年10月31日に発行した。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

み す ず 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士  丸 林 信 幸 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士  中 野 宏 治 

      



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成17年12月22日

三 井 松 島 産 業 株 式 会 社  

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている三井松島産業株式会

社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第150期事業年度の中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）

に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経

営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、三井松

島産業株式会社の平成17年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30

日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 １．会計処理の変更に記載されているとおり、会社は当中間会計期間から固定資産の減損に係る会計基準が適用されることとなる

ため、この基準により中間財務諸表を作成している。 

 ２．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成17年12月１日の取締役会において、商法374条ノ６に定める簡易分割方式

を用いて、光コンポーネント事業部門を新設分割により分社するための分割計画書を承認した。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士  丸 林 信 幸 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士  藤 田 和 子 

      



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成18年12月14日

三 井 松 島 産 業 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている三井松島産業株式会

社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第151期事業年度の中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）

に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この

中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、三井松

島産業株式会社の平成18年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30

日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、平成18年10月16日開催の取締役会において、転換社債型新株予約権付社債の発

行を決議し、平成18年10月31日に発行した。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

み す ず 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士  丸 林 信 幸 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士  中 野 宏 治 
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